
第1回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議
日時 :平成25年9月 26日 (木)14:00～ 15:30
場所 :中 央合同庁舎第5号館 2階 共用第6会議室
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第 1回認知症高齢者等にやさしい地域づ<りに係る関係省庁連絡会議

議事次第

日時 :平成25年 9月 26日 (本 )

14時 OO分～ 15時 30分
場所 :共用第6会議室

1 開会

2挨 拶

3議 事

(1)「認知症高齢者等にやさしい地上或づ <り に係る関係省庁連絡会議」の設置について

(2)厚生労働省の認知症施策の概要について

(3)各省庁の高齢者施策の取組について

(4)意見交換

4閉 会

【資料】

資料 1:「認知症高齢者等にやさしい地域づ<り に係る関係省庁連絡会議」開催要綱

資料 2:老健局「厚生労働省の認矢D症施策等の概要について」

資料 3:医政局指導課 医師確保等地域医療対策室、在宅医療推進室 提出資料

資料 4:内閣府 提出資料

資料 5:金融庁監督調査室 提出資料

資料 6:消費者庁消費者政策課 提出資料

資料 7:総務省地域振興室 提出資料

資料 8:法務省司法法制音β 提出資料

資料 9:文部科学省社会教育課 提出資料

資料10:農林水産省食品小売サービス課 提出資料

資料11:晨林水産省食品製造卸売課 提出資料

資料12:農林水産省都市農村交流課 提出資料



第1回認知症高齢者等にやさしい地

域づくりに係る関係省庁連絡会議
資料 1

平成 25年 9月 26日

認知症高齢者等 にや さしい地域づ くりに係 る関係省庁連絡会議 開催要綱

平成 25年 9月 26日

1 趣旨

認知症の人びとを含めた高齢者を地域で支えるための取組について関係省庁で連携
して推進するため、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議 (以

下「会議」とい う。)」 を設置する。

2意 見交換する主な事項

(1

(2
(3

認知症高齢者を地域で支える方策
生活支援の充実

高齢者の社会参カロ

3 構成

会議は、別記の職にある者 (以下 「構成員」という。)を もつて構成する。

4 事務局           ′

会議の事務は、内閣府政策統括官 (共生社会政策担当)付高齢社会対策担当と厚生労
働省老健局総務課において行 う。

5 その他

(1)会議の運営に必要な事項は構成員の合議で決定する。
(2)会議は、非公開とする。会議の資料については、特に非公開とされたものを

除き、公開する。会議の要旨についても、これを公開する。



記

内閣府政策統括官 (共生社会政策担当)

警察庁生活安全局生活安全企画課長

警察庁交通局交通企画課長

金融庁監督局総務課監督調査室長

消費者庁消費者政策課長

総務省 自治行政局地域振興室長

法務省大臣官房司法法制部参事官

法務省民事局参事官

法務省矯正局成人矯正課企画官

文部科学省生涯学習政策局社会教育課長

農林水産省食料産業局食品小売サービス課長    .
農林水産省食料産業局食品製造卸売課長

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課長

経済産業省商務流通保安グループ流通政策課長

経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課長

国土交通省総合政策局安心生活政策課長

厚生労働省医政局長

厚生労働省職業安定局長

厚生労働省社会・援護局長

厚生労働省老健局長
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認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る
関係省庁連絡会議資料

厚生労働省の認知症施策等の

概要について

厚生労働省老健局

認知症とは
〇 脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常

生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態。
(介護保険法第 5条の 2)

○ 病気の進行に伴い、通常、認知機能が低下したことによる「中核症状」に加え、環
境や周囲の人々との関わりの中で、感情的な反応や行動上の反応が症状として発現し、
「行動・心理症状 (BPSD)」 (または「周辺症状」とも言う)と 呼ばれる。

O 認知症の症状を発現させる原因疾患は、代表的なものとして、さまざまあるが、ア
ルツハイマー型認知症 (アルツハイマー病)、 脳血管性認知症、レビー小体型認知症、
前頭側頭型認知症がある。

認知症の中核症状と行動・心理症状(BPSD)



【アルツハイマー型認知症】
・ 中核症状として記憶障害 (も の忘れ)が必ずあり、多くの場合、記憶障害から始まる。
・ 発症及び進行は緩やかで、記憶障害を含む複数の認知機能が持続的に低下し、段取りを立て

られない、気候にあつた服を選べない、薬の管理ができない等、日常生活において、以前でき
ていたことが、できなくなつてしまう。

・ 歩行障害は病期力
'進

行しないと出現しない。
・ 行動・心理症状 (BPSD)では、妄想、徘徊、せん妄等が多い。

【血管性認知症】
・ 脳血管障害が発生した脳の領域により出現する症状はさまざまだが、記憶障害、言語障害等

が出やすく、階段状に進行することが多い。

・ アルツハイマー型認知症と比べると比較的早期か ら歩行障害が出やすい。

【レビー小体型認知症】
・ 認知機能の激しい変動
。 なまなましい「幻視」
・ 筋肉のこわばり (パーキンソン症状 )

【前頭側頭型認知症 (ピ ック病他)】
。 わが道を行く行動 (会話中に突然立ち去る、万引きなど)

・ 常同行動 (同 じ行為を繰 り返す )

・ 感情・情動変化 (多幸・不機嫌・情動鈍麻など)

・ 食行動異常 (食欲・嗜好の変化など)

認知症高齢者の現状 (平成 22年 )

10全国の65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定位15%、 認面玉著肩著薮約439万人と推

介護保険制度を利用している認知
高齢者(日 常生活自立度Π以上)

日常生活自立度 I又は要介
護認定を受けていない人

健常者

65歳 以上高齢者人口2,874万人

2

認知症施策推進5か年計画

で対応

・早期診断・早期対応

・認知症の普及・啓発

・見守りなどの生活支援の

充実など
→地域での生活継続を可
能にする。

出真 :「●市

“
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者の日常生活自立慶Jコ 以上0■齢奮験についてllH248公 0)を引用



(参考 )

認知症高齢者の日常生活自立度

何らかの認知症を有する力t、 日常生活は家庭内及Inl会的にほぼ自立し
ている。

日常生活に支障狭 すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見ら
ても、誰かが注意していれば自立できる。

で上記1の状態が見られる。
たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたこと
にミスが目立つ等

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
理ができない、電話の対応や訪間者との対応などひとりで留守番

日常生活に支障盤 すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見
られ、介護を必要とする。

日中を中心として上記Iの状態が見られる。
着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらに物

に入れる、物を拾い集める、俳徊、失禁、大声・奇声を上1お、火の不
始末、不潔行為、性的異常行為等

夜間を中心として上記EIの 状態が見られる。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難きが頻繁に見
られ、常に介護を必要とする。

精ヽ神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する間
題行動が継続する状態等

今後の認知症施策の方向性
～  ケアの流れを変える  ～

0 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、r

しJttλ僣 ね.f― ■h」の 上L報 情 督菫 ユl館 :キス
「

0こ の実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変
え、むしろ逆の流れとする標準的な認知症ケアパス(状態に応じた適切なサービス提供の流れ)を構築することを
基本目標とする。

「認知症施策推進5か年計画」(平成24年 9月 厚生労働省公表)の概要

【基本的な考え方】

《これまでのケア》
認知症の人が行動・心理症状等により「危機Jが

発生してからの「事後的な対応」が主眼。

《今後目指すべきケア》
「危機」の発生を防ぐ「早期,事前的な対応」に基本
を置く。



認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について
以下の体制を地域包括支援センター等に配置
0認知症初期集中支援チームー複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、アセスメントや家族

(個別の肪間支援) 支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
0            -認 知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策や

(専任の企画調整担当者)   事業の企画調整等を行う。

遭携
(情報提供 助■)

l ⑦ モ

=タ

リン グ
l
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認知症疾患医療センター運営事業
認知症疾患医療センター

設置場所 :身体的検査、画像診断、神経心理学的検査等の総合的評価が可能な病院に設置
設置逸 ;全国 (都道府県 。指定都市)に 235ヶ 所設置(平成25年 7月現在)

人員 :専門医療を行える医師、詈護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等

」̈」〓魂師

認知症疾患医療 |

センター  |

介護

入院治療のための空床の確保

地域包括
ヨに現Eセンター

介護贈
ホーム

ヘルノヾ―等

護サービス
・ 特長
・ 老健
・ 認知症
ク
・
ルーフ・ホーム

・ 居宅

詳細な鑑別診断
急性精神症状への対応
身体合併症への対応

層野センター

普及薔発

認知症に関する情報発信
一般相談

住民からの相談に対応

"″
遺諄のむ

`ヒ顔の見える連携体制
の構築
研修会の実施
喜P3相談

連携担当者の配日に
よる地域
介護との連携

物忘れ外来

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」



認知症の方への支援体制の在り方
～市町村認知症施策総合推進事業について～

○ 認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らすためには、必要な医療や介護、さらに
は日常生活における支援が有機的に結びついた体制を整えることが重要である。

Oこ のため、市町村において、医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ
コーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、認知症地域支援推
進員を中心に下記の取組を行う。

認知症の人の家族に対する支援の推進
―認知症カフェの取組み一

認知症カフェの取組の一例

(K市地域包括支援センターの取組 )

01～2回/月程度の頻度で開催 (2時間程度/回 )

0通所介護施設や公民館の空き時間を活用
O活動内容は、特別なプログラムは用意されていなく、利用者が主体的に活動。
O効果                        ‐
・認知症の人
・家族
・専門職
・地域住民

→ 自ら活動し、楽しめる場所
→ わかり合える人と出会う場所
→ 人としてふれあえる場所 (認知症の人の体調の把握が可能)



知症サポーターキャラバンの実施状況

《キヤラバンメイ ト養成研修》
0実施主体 :都道府県、市町村、全目的な職城団体等
0目  的 :地域、職城における「認知症サポーター養成講座」の講師役である「キャラバンメイト」

を養成
0内  容 :認知症の基礎知臓等のほか、サポーター養成講座の展開方法、対象別の企画手法、カリ

|        キュラム、等をグループワークで学ぶ。
0メ イ ト数 :86, 217人 (平成25年 6月 30日現在)

《認知症サポーター養成講座》
0実施主体 :都道府県、市町村、職城団体等
0対 象 者 :

く住民〉自治会、老人クラプ、民生委員、家族会、防災・防犯組織等
く職城〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンピニエンスス トア、宅配集、公共交通機関等
く学校〉小中高等学校、教職員、PTA等

0サポーター数 :4, 193,093人
(平成25年 6月 30日現在)

※ メイト・サポーター合計
4, 279,310人 (平成25年 6月 30日現在)
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(参考)地域ネットワークによる認知症等高齢者の早期発見・見守りの取組
神戸市東灘区 バラ公園ネットワーク

○通称ノヽラ公園周辺の地域住民、交番、コンピニ、商店等が集まり、定期的に地域の高齢者の情報交換を開始
○認矢D症サポート医や医師会等の協力により「認知症の人」の理解と正しい接し方について住民の理解を促進
○異変に気づいた場合は地域包括支援センターに情報を集約して、早期に専門職の相談・ 支援を開始
○コンピニ店員、住民・ 包括職員・ 警察の連携により、振り込め詐欺を未然にくい止めた実績もある。

認知症サポーター養成講座
の受講
・東灘署員全員
・コンビニ、商店の従業員
・地域住民など

関係機関が情報交換・見守り

情報の集約 ニ
東灘区役所・区医師会による
・地域医療シンポジウム
・認知症フォーラム
・区民公開セミナーの開催



認知症国家戦略に関する国際政策シンポジウム
平成25年 1月 29日 (九段 )

<参加6カ国>イギリス、フランス、オーストラリア、デンマーク、オランダ、日本

認知症の人の思いを尊重し住み慣れた地域での生活の継続を目指す

推進体制

「

     刊 地域生活を,可能け る正面1雨藤蓮覇麗て画丁] |

普及「啓発

首相・大統領レベルのリーダーシップ、当事者・市民の積極的関与

事前の暮尽表示: 本人の意思や希望を初期に確認し、それを尊重したケアの提供

早期のタイムリーで適切な診断と支援により危機を事前に防ぐ予防的ケア体制

ケアラ=支援 レスパイトやカウンセリングなどの家族介護者(ケアラー)支援を強化

行動・心理症状等への心理 ,社会的ケアの強化、抗精神病薬使用の低減

認知症に対する理解と意識の向上を図る

目 的‐

高齢者虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳保持のため虐待防止を図ることが重要であることから、虐待防止等に関する国等の責務、
虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に係る施策を促進し、もって高
齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

定 義

1 「高齢者Jと は、65歳以上の者をいう。 (H24 10～  65歳未満の養介護施設入所等障害者を含む。)

2 「高齢者虐待」とは、①養護者による高齢者虐待、②養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
3 高齢者虐待の類型は、①身体的虐待、②養護を著しく念る (ネグレクト)、 ③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。

虐待防止施策

養介餞施設従事者等による高齢者慮待

[設置者等の責務]当該施設等における高齢者に対する虐待防止等
のための措置を実施

[ス キーム]

養護者による高齢者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、養腱者の支援
[都道府県の責務]市町村の施策への援助等

通報 ~Tび
肩嘉 認 (立入調査等)  |

:②措置 (一 時保護、面会制限) !

成年後見制度の利用促進を規定

平成 18年 4月 1日 から施行



高齢者
(件 )

虐待の年度別相談・通報件数及び虐待判断件数

嘲 談・通報件数
‐ 虐待判断件数

‐ 相談・通報件数

‐ 虐待判断件数

養介護施設従事者等による高齢者虐待
800

600

400

200

0

20年度  21年度  22年度  23年度

養護者による高齢者虐待
27,500

25,000
22,500
20,000

17′500
15,000
12,500
10,000

7′ 500
5′000
2′500

0

18年度  19年度  20年度  21年度  22年度  23年度

※平成22年度は、東日本大震災の影響により、調査の実施が困難であつた5市町を含まな
い。 (岩手県 :大槌町  宮城県 :石巻市、気仙沼市、女川町、南三陸町)      14

市民後見人の育成及び活用

今後、親族等による成年後見の困難な者が増力0するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを
中心に、成年後見の担い手として市民の役害」が強まると考えられることから、市町村は、市民後見人を育成
し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進することとする。

※1 「認知症高齢者の日常生活自立度 I以上」の高齢者の推計    280万 人 (平成22年)→ 470万 人 (平成37年 )

※2 成年後見関係夢件の申立件数は年々増加傾向 (平成24年  34,689件 )

そのうち首長申立の件数  1,876件 (平成20年)→ 2,4711牛 (平成21年 )- 3.108件 (平成22年 )

→ 3,680件 (平成23年) → 4.543件 (平成24年 )

(市民後見人を活用した取組例のイメージ)

⑥支援 (専門職による相談等の支援)

②研修(市民後見人養威研修の実施)

18年度  19年度

本
人

（認
知
症
古
齢
者
）

市
民
後
見
人

15



介護の将来像 (地域包括ケアシステム)

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、
重度な要介護状態となつても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。
O今 後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ

き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

病気!0ゎたら。̈
2025年の地域包括ケアシステムの姿

医 療

:曖知
"饉

,uttE“

"醜

,11

-91a
i

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
3吟以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活日城倶体的には中学
校区)を単位として想定

O単 身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性
が増加。ボランティア、NPO、 民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。
O高 齢者の社会参加をよリー層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること
も期待される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。

サービスの充 齢者の社会

17



社会全体で認知症の人びとを支える

(イメージ) 地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。
スー′く―、コンピニ、 宅配、新聞配達

猛
「

機関
th`E

認知症疾患医療センター

交通手段の確保

役所

囲

介護サービス事業者
(ディサービズ、
グループホーム等)

金融機関

市町村が中心となつて日常生活日城等で認知定の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

関係団体や民間企業などの協力も得て、社会全体で認知症の人びとを支える取組を展開 18



,1回口知t=II■ ■にやさしい●

増づくりに,う口鰈t庁菫饉会●
資料 0

V425年 0月 26日

認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議 資料

厚生労働省医政局指導課

医師確保等地域医療対策室

在宅医療推進室

い

0各 都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために医療法に基づき策定。
O医 療提供の量(病床数)を管理するとともに、質(医療連携・医療安全)を評価。
O医 療機能の分化・連携 (「 医療連携」)を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ日な
く必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。

平成25年度からの医療計画に精神疾患等を追加

新たに精神疾患を加えた五疾病五事業 (※ )及び存車医中に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策

※ 五疾病五事業…・五つの疾病(がん、脳卒中、急性心筋極喜、精尿病、精神疾患)と五つの事業(敦急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む))をいう。災害時における医療は、東日本大震災の経緯を踏

医療計画における認知症に関する作成(国の指針)



【背景】
0日民の60%以上が自宅での療養を望んでいる。

病院(a性期、重急性期、回復期)

地城の裕薇断(有床・無床)、 薬島.

訪間■臓ステーション、等

24時間違携体制、チーム医療提供

平成23年度  10カ所
平成24年度 105カ所

0.特に詢十部において急速な嵩齢イヒふ壼農しそおり、売亡者数は、2040年 :|がけて今よりも綺40万人増加。
.    1

【
吉
幸医療・

1還疑集写1:置l由係する二由が連携し、饉晨と芥饉のサービスが包格的かつ鍵機的に提供されることが重要。し
かし、これまで、自療側から■きかけでの連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。

【事業の概要】

在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体IIを構築し、医療と介護が連携した地域
における包括的かつ継機的な在宅医療の提供を目指す。

0在 宅

地城包括支担センター

横合型サービス
事彙所●

(憲姜支攪

"療
所、■腱、訪日看ロステーション、自治体、

E鮨全等)

連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看餞師等と医療ソーシヤルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み償れた地域で自分らしく過
c~tことが可能となる。

【具体的な活動】
・地量の医癬・介驚田信者による協議の開催
。医療・介醸関係機関の連携促進
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発

11■ J
地域の課題として「医療との連携不足 特ヽに認知症の増加とともに
入院時に医療機関が苦虜することが多い」「各職種間が円滑な情
報共有ができていない」等
→「認知症」に焦点をあてた連携体制の構築

[董キ?推進体制 J
認知症ケアに関わる医療・介護の多職種の専門職、患者家族
による委員会の設置

而 面 而 面 珈 面 而 ¬
「認知症資源マップ」作成

①認知症が少レb配になったとき②介護保険開始時③入退院時
の各段階において、求められる資源、
サービスを整理

効率的な情報共有のための取り組み

認知症連携パスとその支援ツール「私の
(心の言葉)ノート」を開発

高齢者とその家族、医療職、介護職等が

盛鷺翌理型:射翌鯉
|

）ふ
喜



0

0

平成25年度からの医療計目には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制J等を盛り込む
こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ.        ´

医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成24年度補正予算において、地域

医療再生基金を積み増し。

目においては、平成23年度及び24年度に実施した『在宅医療連携拠点事業Jで得られた成果を随時、情報
提供する予定。

各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医

師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。

【在宅医療推進事業の例】

・地域全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応ふ藝要な地域での取組の実施。
・事業実施に当たつては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。
・具体的には、以下のような取り組みを通して、地壌の在宅医療・介饉関係者の額の見える関係の構築と、医療側から介餞への
連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。

① 地域のE燎・福社資源の把優及び活用

② 会餞の開催〈会議への医療関係者の0加の仲介を含む。)

③ 研修の実施

④ 24時口365日の在宅医療・介饉提供体制の構築

⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施

⑥ 効率的な情報共有のための取組(地域連携パスの作成の取組、地城の在宅E燎・介讚関係者の連絡様式・方法の統一

など)

⑦ 地城住民への普及・啓発



「

平撃251年度9■齢社会対策

,11

,I
□ 高齢社会対策関係予算

高齢社会対策を、就業・年金等分野、健康・

介護・医療等分野、社会参加・学習等分野、生

活環境等分野、高齢社会に対応した市場の活性

化と調査研究の推進、全世代が参画する超高齢

社会に対応した基盤構築の各分野にわたり着実

に実施する。

一般会計に予算における平成25年度の高齢

社会対策の関係予算は、18兆 9,977億 円であり、

各分野別では、就業 。年金等分野10兆 9,147億

円、健康・介護・医療等分野8兆 262億 円、社

会参加・学習等分野 l16億 円、生活環境等分野

36億 円、高齢社会に対応 した市場の活性化と

調査研究の推進273億円、全世代が参画する超

高齢社会に対応した基盤構築142億円となって

いる。

B2j総合的な推進のための取組

○社会保障制度改革国民会議について

社会保障制度改革国民会議 (会長 :清家篤慶

應義塾長)は、平成24年通常国会で成立した

「社会保障制度改革推進法」 (平成24年法律第

64号。以下「改革推進法」という。)に基づき

設置され、設置期限は平成25年 8月 21日 とさ

れている。有識者 15名 の委員により構成され、

高齢者医療制度を含む医療保険lll度、介護保険

制度、公的年金制度、少子化対策の4分野につ

いて、改革推進法が規定する社会保障制度改革

の基本的な考え方や改革の基本方針に基づき、

社会保障制度改革の更なる具体化に向けた議論

を行っている。

第1回 の会議は、平成24年 11月 30日 に開催

され、平成24年度は7回開催された。

平成25年度はこれまで 4回開催された (平

成25年 5月 9日 現在)。

今後の社会保障制度改革については、改革推

進法に基づき、自民党・公明党・民主党の3党

による3党実務者協議の状況も踏まえながら、

社会保障制度改革国民会議において議論を行う

ことになる。
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□目|||1分野別?高1社会対策

巨〕就菜 。年金等分野に係る基本的施策

(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の

雇用・就業対策の推進

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向

けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第 10

条に基づき、労働者の一人一人により均等な働

く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の

募集・採用における年齢制限禁上の義務化の徹

底を図るべく、指導等を行う。

高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年

齢にかかわりなく働き続けることができる社会

(以下「生涯現役社会」という。)の実現に向け

た取組として、地域の中核的企業をモデル企業

に選定し、当該企業における取組を通じ、生涯

現役社会実現に向けた地域の機運醸成を図るほ

か、高年齢者に対して高齢期の職業生活設計に

係るセミナーを開催する等、生涯現役社会の実

現に向けた環境整備を図る生涯現役社会実現事

業を実施する。

また、平成25年度からは、企業における高

年齢者の活用を促進するため、高年齢者の職域

の拡大、作業環境の改善又は雇用管理制度の整

備等を行う事業主を支援するとともに、定年を

控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすこ

とができる他の企業での雇用を希望する者を、

職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主

を支援し、高年齢者の雇用の維持を図る。

日本政策金融公庫 (国民生活事業・中小企業

事業)において、エイジフリーな勤労環境の整

備を促進するため、高齢者 (60歳 以上)等の

雇用等を行う事業者に対しては、雇用要件の緩

和措置 (2名 以上から1名以上に緩和)を継続

する。

また、高齢者の活用に積極的な企業を表彰す

ることで、そのような企業のすそ野を広げるた

め、高齢者を始めとした、多様な人材の能力を

最大限発揮させることにより、イノベーション

の創出、生産性向上等の成果を上げている企業

を選定し、「ダイバーシテイ経営企業l∞選」

として表彰する。

イ 多様な形態による雇用・就栞機会の確保

高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年

退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な

就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた

就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシ

ルバー人材センター事業について、シルバー人

材センターと地方公共団体が共同して企画提案

した事業を支援するほか、各シルバー人材セン

ターにおける安全・適正就業の徹底や就業機会

の拡大などの機能強化を支援することにより、

各シルバー人材センターの会員が身近な地域で

安心して働くことができるよう多様な就業機会

を提供するとともに、適切な運営の確保を図

る。

地域の事業主団体等と公共職業安定機関の参

画の下、高年齢者の居住する身近な地域におい

て雇用を前提とした技能講習、面接会、フオ

ローアップ等を一体的に行うシニアワークプロ

グラム事業を実施する。

ウ 高齢者等の再就職の援助・促進

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の

対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ

たこと」により離職する高年齢離職予定者の希

望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再

就職に資する事項や再就職援助措置を記載した

求職活動支援書を作成・交付することが事業主

に義務付けられており、交付を希望する高年齢

離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業

主に対しては公共職業安定所が必要に応じて指

導・助言を行う。なお、求職活動支援書の作成

に当たっては、中高年齢者の有する豊富な職業

キャリアの記載ができる「職業キヤリアが長い

方向けのジョプ・カード」を求職活動支援書と

しても活用することが可能となっていることか

ら、その積極的な活用を促す。

主要な公共職業安定所において高年齢求職者

を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に

_就職が困難な者に対する担当者制による再就職

支援等を行う。

また、高年齢者等の安定した就職の実現を図

るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期

間試行的に雇用する事業主に対してトライアル

雇用奨励金を支給するとともに、高年齢者等の

就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れる事業

主に対する助成措置 (特定求職者雇用開発助成

金)を実施する。

さらに、再就職が困難である高年齢者の円滑

な労働移動を強化するため、求職活動等のため

の休暇を1日 以上与え、休暇日に通常の賃金の

額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民

間の積業紹介事業者に委託し、再就職を実現し

た中小企業事業主に対して助成を行う労働移動

支援助成金について、高年齢者の再就職を実現

させた場合の助成を拡充する措置を実施する。

工 起業の支援

株式会社日本政策金融公庫 (国民生活事業・

中小企業事業)において、高齢者等を対象に優

遇金利を適用する融資制度 (女性、若者/シニ
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ア起業家支援資金)に より開業・創業の支援を

行う。

オ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の

確保

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

(昭和46年法律第68号)は事業主に対して、65

歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の

導入等の措置 (以下「高年齢者雇用確保措置」

という。)を講じるよう義務付けており、高年

齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し

ては、公共職茉安定所による指導等を実施する

とともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構の高年齢者雇用アドバイザ‐による

技術的事項についての相談・援助を行う。

公務部F5に おける高齢者雇用については、再

任用制度の活用を基本とし、平成25年度から

再任用の上限年齢が65歳 に引き上げられたこ

とも踏まえ、その推進を図る。

また、「国家公務員の雇用と年金の接続につ

いて」(平成25年 3月 26日 閣議決定)に沿って、

雇用と年金の接続を見据えた再任用制度の円滑

な運用を図る。

(2)勤労者の生涯を通した能力の発揮

ア 勤労者の職業生活の全期間を通した能力の

開発

職業生涯の長期化や働き方の多様化等が進む

中、労働者が職業生活の全期間を通じてその能

力を発揮できるようにするために、労働者の段

階的・体系的な職業能力の開発・向上を促進

し、ひいては人材の育成・確保や労働生産性の

向上につなげる。

このため、職業ヨ1練の実施や能力本位の労働

市場の形成を支援するのみならず、個々人に

あった職業生涯を通じたキャリア形成支援を推

笛
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進する。

イ ゆとりある職業生活の実現等

仕事と生活の調和の実現のため、長時間労働

の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた取組

を中心として、労働者の働き方・休み方の改革

を進めており、年次有給休暇の取得促進などの

ための各種ツールの開発や、恒常的な長時間労

働の実態にある業種や職種に重点化した対応な

ど、労使の自主的な取組の支援を行う。

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推

進

(ア )改正育児・介讀休葉法の円滑な施行

平成24年 7月 1日 に全面施行された改正育

児・介護休業法について、引き続き制度の内容

を周知するとともに、企業において改正内容が

定着し、法の履行確保が図られるよう事業主に

対して指導等を行う。

(イ )仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備

育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環

境整備を推進するため、両立支援助成金の支給

を行う。

また、中高年を中心として、家族の介護のた

めに離・転職する労働者が増加していることか

ら、企業向けの仕事と介護の両立支援対応モデ

ルを構築し、その周知を図るとともに、両立支

援制度や仕事と介護の両立モデルなどを内容と

する労働者向け事例集の作成等により、労働者

の仕事と介護の両立を支援し、継続就業を促進

する。

さらに、仕事と育児・介護等の両立支援のた

めの取組を積極的に行つており、かつその成果

があがっている企業に対し、公募により「均

等・両立推進企業表彰」を実施し、その取組を

広く周知することにより、労働者が仕事と家庭

を両立しやすい職場環境の整備を促進する。

工 多様な動務形態の環境整備

(ア )多様な働き方を選択できる環境の整備

パートタイム労働者がその能力を一層有効に

発揮することができる雇用環境を整備するた

め、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す

る法律」(平成5年法律第76号)に基づく是正

指導や、専門家による正社員との均等・均衡待

遇や正社員への転換に関する相談・援助のほ

か、事業主に対する職務分析・職務評価の導入

支援や助成金の活用等により、正社員との均

等・均衡待遇確保のための取組を推進する。

また、所定労働時間が短いながら正社員とし

て適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で

あり、育児・介護や地域活動など個々人のライ

フスタイルやライフステージに応じた働き方を

実現させるものとして期待される「短時間正社

員制度」について、その導入・定着を促進する

ため、制度を導入した事業主に対して支給する

助成金等を活用するほか、制度導入支援マニュ

アルの配布や、「短時間正社員制度導入支援ナ

ビ」の運営、人事労務担当者を対象にしたセミ

ナーの実施等により、短時間正社員制度の概要

や取組事例等についての情報提供等を行い、周

知・啓発に努める。

(イ )情報通信を活用した遠隔型勤務形態の

開発・普及

政府では、テレワークが高齢者等の遠隔型勤

務形態に資するものとして関係各省が連携し、

テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整

備、普及啓発等を推進している。

これに基づき、業務の効率化・高付加価値化

による生産性の向上及び国際競争力の強化や災

害時の事業継続性の向上等に資する多様な働き

方を実現する施策 (テ レワークの普及・推進

等)の検討等を行う。

また、個々人の生活様式に合わせた柔軟な働

き方を実現するテレワークの本格的普及を図る

ため、引き続き全国の企業等に対してテレワー

クの導入・運営に向けた専門家派遣を通じ、セ

キユリティレベル・業務内容等に応 じたテレ

ワーク優良導入モデルを確立する。さらに全国

でセミナーを開催し、その普及を図る。

さらに、在宅勤務ガイドラインの周知・啓

発、テレワーク相談センターでの相談活動や、

事業主・労働者等を対象とした「テレワーク・

セミナー」の開催等により、引き続き適正な労

働条件下でテレワークの普及を図る。

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

平成25年度の基礎年金国庫負担割合は、年

金特例公債によって、2分の1と し、平成26年

度以降についても、消費税収により、2分の 1

を維持することとしている。

社会保障制度改革推進法では、今後の公的年

金制度改革については、財政の現況及び見通し

等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議におい

て検討し、結論を得ることとしている。この方

針に沿って、持続可能で安定的な公的年金制度

の確立に取り組む。

イ 低年金・無年金問題への対応

年金の受給資格期間の短縮や、年金生活者支

援給付金を支給など、平成24年度に成立した

法律の円滑な施行に取り組む。

ウ 働き方やライフコースの選択に中立的な年

金制度の構築

短時間労働者への社会保険の適用拡大や、産

体期間中の社会保険料免除等など、平成24年

度に成立した法律の円滑な施行に取り組む。

二 年金記録問題への対応・業務運営の効率化

日本年金機構については、厚生労働大臣が定

めた中期目標に基づき、日本年金機構により作

成された平成25年度計画を認可し、その着実

な実施を求めることにより、公的年金制度の適

切な運営の確保に努める。

具体的には、年金記録問題への対応について

は、平成24年度に引き続き、紙台帳等とコン

ピュータ記録の全件突合せを実施し、その結果
´
についてお知らせしていくとともに、「もれ」

や「誤り」力`気になる記録についてご確認いた

だく「気になる年金記録、再確認キャンペー

ン」において、すべての個人の皆様へお知らせ

を送付し、心当たりの記憶を申し出ていただく

取組を進める。

また、国民年金の適用事務については、住民

基本台帳ネットワークシステムにより把握した

20歳、34歳及び44歳到達者に対する届出勧奨

及び届出がない場合の資格取得等の手続を確実

に実施するとともに、国民年金の収納事務につ

いては、平成25年度の現年度納付率について

平成21年度の納付実績を上回る水準を確保し、

6C10%台 に回復することを目標に、国民年金保

険料収納事業受託事業者との連携・強制徴収業

務を更に強化する。

厚生年金保険等の適用事務については、法務

省の保有する法人登記簿情報を活用して未適用

事業所の確実な把握を行い、ワ|き 続き加入勧奨

に努めるとともに、厚生年金保険等の徴収事務

については、長期・高額の滞納があり、国税庁
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への委任要件に該当する悪質な滞納事務所に対

しては、国税庁に委任する仕組みを適切に活用

する。

給付事務については、年金給付の請求書を受

け付けてから年金が決定され、年金証書が請求

者の方々に届 くまでの所要 日数を設定 した

「サービススタンダー ド」の達成状況を適切に

把握し、引き続き迅速な事務処理を推進する。

この他、お客様と直接接する年金事務所等第

一線の職員からの要望等に基づく業務運営の効

率化や年金相談の充実、お客様サービスの向

上、業務の公正性・透明性の確保などの取組を

進めることとしている。

(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援

ア 企業年金制度等の整備

AIJ問 題を契機として顕在化した厚生年金基

金等をめぐる課題について、社会保障審議会年

金部会の下に設置した「厚生年金基金制度に関

する専門委員会」の意見書をもとに、平成25

年の通常国会に公的年金制度の健全性及び信頼

性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律案を提出する。

イ 退職金制度の改善

社外積立型の退職金制度を導入する等の改善

を促進するとともに、中小企業における退職金

制度の導入を支援するため、中小企業退職金共

済制度の普及促進等の施策を推進する。

ウ 高齢期に備える資産形成等の促進

勤労者財産形成貯蓄制度の普及等を図ること

により、高齢期に備えた勤労者の自助努力によ

る計画的な財産形成を促進する。

また、認知症高齢者等の財産管理の支援等に

資する成年後見制度について周知する。

〔コ 健康・介護 。医療等分野に係る基本

的施策

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現し、

健やかで活力ある社会を築くため、がんなど生

活習慣病の一次予防に重点を置いた対策として

平成 12年 度から進めてきた「21世紀における

国民健康づくり運動 (健康日本21)」 が平成24

年度で終了することから、平成23年 10月 にと

りまとめた最終評価を基に「厚生科学審議会地

域保険健康増進栄養部会」などで議論を行い、

平成24年 7月 に今後10年間の国民健康づくり

運動を推進するため、健康を支え、守るための

社会環境の整備に関する具体的な目標等を明記

した健康日本21(第二次)を 告示した。

健康日本21(第 二次)に 基づき、地方公共

団体、関係団体、企業などと連携し、健康づく

りの取組の普及啓発を推進する「Smart Life

PrdeCt」 を引き続き実施していく。

さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年

期からの総合的な健康づくりが重要であるた

め、市町村が健康増進法に基づき実施している

健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の

健康増進事業の一層の推進を図る。

また、高齢化の進展等により今後も医療費の

増加が見込まれる中で、国民皆保険を堅持して

いくためには、必要な医療は確保しつつ、効率

化できる部分は効率化を図ることが重要であ

り、特定健診等の生活習慣病対策など中長期的

な各般の取組を引き続き進めていく。

健康で活力に満ちた長寿社会を実現するた

め、「高齢者の体力つくり支援事業」として、

生活基盤の比重が仕事中心から地域社会へ大き

く移行する年齢層が、それぞれの適性や健康状

態に応じて無理なく継続できる運動・スポーツ

プログラムの普及啓発を行うとともに、高齢者

の体力つくりに係るシンポジウムを開催する。

「第2次食育推進基本計画」に基づき、家庭、

学校・保育所ヽ地域等における食育の推進、食

育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流

促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、

食文化の継承のための活動への支援、食品の安

全性の情報提供等を実施する。

高齢受刑者で日常生活に支障がある者の円滑

な社会復帰を実現するため、引き続きリハビリ

テーション専門スタッフを配置する。

イ 健康づくり施設の整備等

一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設

を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増

進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進

施設」として認定し、健康を増進するための民

間サービスの振興を図る。

また、散歩や散策による健康づくりにも資す

る取組みとして、地方公共団体等のまちづくり

と一体となった「かわまちづくり」の推進を図

る。

そのほかに、国有林野では、優れた自然景観

を有し、森林浴や自然観察、野外スポーッ等に

適した「レクリエーションの森」において、利

用者ニーズに対応した施設整備等を行い、レク

リエーションの場の提供を図る。

日立公園においては、主要な利用施設である

ビジターセンター、国路、公衆 トイレ等につい

てバリアフリー化を推進するなど、高齢者にも

配慮した自然とのふれあいの場の整備を実施す

る。

都市公国においては、健康づくりの様々な活

動が広く行われるよう高齢者等にも配慮した整

備を推進する。

ウ 介霞予防の推進

要介護状態等になることを予防し、要介護状

態等になった場合でもできるだけ地域において

自立した日常生活を営むことができるよう支援

するため、地域支援事業を推進するとともに、

日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保で

きるように、建物等の改修等により、介護予防

サービス提供のための拠点整備を行う。

また、自立支援に効果の高い支援手法を明ら

かにする観点から、平成24年度から2年間かけ

て、13の 自治体と協働して、二次予防事業対象

者、要支援1か ら要介護2ま での者を対象とし

て、介護予防市町村強化推進事業を実施する。

(2)介醸保険制度の着実な実施

高齢者が住み慣れた地域で生活し続けること

を可能とするために医療、介護、予防、住ま

い、生活支援サービスを一体的に提供する地域

包括ケアシステムの基盤を強化する観点から、

平成2年 4月 の介護報酬改定で、在宅サービス

の充実と施設の重点化、自立支援型サービスの

強化と重点化、医療と介護の連携・役割分担、

介護人材の確保とサービスの質の向上を柱とす

る改定を行った。

また、近年の介護サービスを巡っては、介護

従事者の離職率が高く、人材確保が困難である

といった状況にあるため、第169回 国会で「介

護従事者等の人材確保のための介護従事者等の

処遇改善に関する法律」(平成20年法律第44号 )

が成立し、平成21年度介護報酬改定において、

プラス3.0%の 介護報酬改定を行い、平成21年

度第一次補正予算において、平成23年度まで

の間介護職員 (常勤換算)1人当たり平均月額

1.5万円の賃金引き上げに相当する介護職員処

遇改善交付金により介護職員の処遇改善に取り

組んできた。平成24年度介護報酬改定におい



ても、プラス12%の改定を行い、これまでの

処遇改善の取組が確実に継続されるよう、「介

護職員処遇改善加算」を創設するなど、引き続

き、これらの取組を着実に実施し、介護従事者

の処遇改善を図る。

(3)介霞サービスの充実

ア 必要な介餞サービスの確保

平成25年度においては、地域住民が可能な

限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続

的 。一体的に受けることのできる体制 (地域包

括ケアシステム)の実現を目指すため、訪問介

護と訪問看護が密接に連携した「定期巡回・随

時対応サービス」や、小規模多機能型居宅介護

と訪問看護の機能をあわせ持つ「複合型サービ

ス事業所」等の在宅サービス拠点の充実や、

サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住ま

いの整備等を進める。

また、認知症の人や要介護高齢者等に対する

住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービ

スが一体的に提供される地域包括ケアシステム

の構築を全国的に推進していくための手法とし

て、全国の自治体に「地域ケア会議」の普及・

定着を図る。

地域における高齢者支援の中核を担う地域包

括支援センターでは、医療、介護の専門家など

多職種が協働 して個別事例のケア方針を検討

し、高齢者の自立支援、認知症の人の地域支援

等を推進するための「地域ケア会議」を実施

し、市町村では地域課題の解決に向けた資源開

発・政策形成等を行うための「地域ケア会議」

を実施する。また国においては、「地域ケア会

議」の運営ノウハウの蓄積、人材育成、体制づ

くり等を推進する事業を実施する。

あわせて、介護人材の確保のため、介護労働

者の雇用管理改善や人材の参入促進に取 り組

む。具体的に介護労働者の雇用管理改善につい

ては、労働環境の改善に役立つ介護福祉機器・

雇用管理制度を導入する事業主への助成措置

や、介護労働者の雇用管理全般に関する雇用管

理責任者への講習を引き続き実施する。人材の

参入促進を図る観点からは、介護に関する専門

的な技能を身につけられるようにするための離

職者訓練の充実を図るとともに、全国の主要な

ハローワークに設置する「福祉人材コーナー」

において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求

入者への助言・指導等を実施することに加え、

「福祉人材コーナー」を設置していない主要な

ハローワークにおいても、福祉分野の職業相談・

職業紹介、職業情報の提供及び「福祉人材コー

ナー」への利用勧奨等の支援を実施していく。

また、今後の介護人材のキャリアパスを簡素

で分かりやすいものにするため、ホームヘル

バー研修の体系を見直し、在宅・施設を問わず

必要となる基本的な知識・技術を修得する「介

護職員初任者研修」を創設した。

平成24年度に引き続き、都道府県・市区町

村、介護事業者、関係機関・団体等の協力を得

つつ、「介護の日」に合わせ、国民への啓発の

ための取組を重点的に実施する。

イ 介醸サービスの質の向上

介護保険制度の運営の要である介護支援専門

員 (ケ アマネジャー)の資質の向上を図るた

め、引き続き、実務研修及び現任者に対する研

修を体系的に実施する。なお、研修水準の平準

化を図るため、実務研修の指導者用のガイドラ

インを策定し周知する。また、地域包括支援セ

ンターにおいて、介護支援専門員に対する助

言・支援や関係機関との連絡調整等を行い、地

域のケアマネジメント機能の向上を図っていく。

また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、

特】U養護老人ホームにおけるプライバシーの保

護に配慮するとともに、介護従事者等による高

齢者虐待の防止に向けた取組を推進していく。

平成24年 4月 より、一定の研修を受けた介護

職員等は、一定の条件の下に略痰吸引等の行為

を実施できることとなった。平成25年度にお

いては、引き続き各都道府県と連携のもと、研

修等の実施を推進し、サービスの確保、向上を

図っていく。

ウ 協知症高齢者支援施策の推進

今後、高齢者の増加に伴い認知症の人は更に

増加することが見込まれていることから、平成

24年 9月 に公表された「認知症施策推進5か年

計画」の着実な実施を図り、全国の自治体で、

認知症の人とその家族が安心して暮らしていけ

る支援体制を計画的に整備する。

具体的には、①標準的な認知症ケアパスの作

成・普及、②早期診断・早期対応、③地域での

生活を支える医療サービスの構築、④地域での

生活を支える介護サービスの構築、⑤地域での

日常生活・家族支援の強化、⑥若年性認知症施

策の強化、⑦医療・介護サービスを担う人材の

育成の7つ の視点に立って施策を推進する。

こうした施策の推進により、認知症高齢者が

できる限り住み慣れた地域のよい環境で生活で

きるような体制をつくる。

(4)高齢者医療制度の改革

ア 高齢者医療制度について

平成20年度に創設された新たな高齢者医療

制度は、施行から6年 目に入 り、概ね定着しつ

つある。

今後も高齢者の増加等により医療費の増大が

見込まれる中、高齢者が将来にわたり安心して

医療を受けられるよう、その医療給付費を世代

間 。世代内の公平に留意しつつ支えていくた

め、医療保険制度の財政基盤の安定化、保険料

に係る負担の公平等とともに、今後の高齢者医

療制度について、社会保障制度改革国民会議の

議論等を踏まえ検討していく。

イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医

療・介護の提供

国民が、可能な限り住み慣れた地域で療養す

ることができるよう、地域包括ケアシステムの

実現を目指し、医療・介護が連携して必要な支

援を提供する必要がある。

平成25年度からの医療計画に、新たに「在

宅医療について達成すべき目標、医療連携体

制」等を明記すべきとされたことを踏まえ、地

域医療再生基金を活用し、各都道府県が行う取

り組みを支援する。また、地域において多職種

がチームとして協働し、在宅医療・介護を提供

する体制を構築するため、平成24年度より都

道府県及び市町村単位で育成した人材が、地域

で在宅医療・介護に関係する多職種を対象とし

て行う研修を支援していく。

(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕

組み作りの促進

ア 地域の支え合いによる生活支援の推進 ノ
住民参加による地域づくりを通じて、地域住

民の社会的孤立を防ぎ、誰もが社会との「絆」

を感じながら、安心して生活できる基盤を構築

していくため、平成21年度より実施している

「安心生活創造事業」の基本理念 (抜け漏れの

ない把握、漏れのない支援、自主財源の確保)

を引き継ぐとともに、これまでの安心生活創造

事業の成果・課題を踏まえ、分野横断的な相談

支援体制の構築や権利擁護の推進等を実施する

総合的な取組へと拡充した「安′い生活基盤構築
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事業」を実施する。また、地域の支え合いを推

進するため、地域福祉等推進特別支援事業にお

いて、高齢者等の地域社会における今日的課題

の解決を目指す先駆的・試行的取組を行う自治

体等への支援を行う。

さらに、「寄り添い型相談支援事業」として、

ワンス トップで電話相談を受け、必要に応 じ

て、具体的な解決につなげるための面接相談、

同行支援を行う事業を実施する。

イ 地域福祉計画の策定の支援

福祉サービスを必要とする高齢者を含めた地

域住民が、地域社会を構成する一員として日常

生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が与えられるよう地

域福祉の推進に努めている。このため、福祉

サービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全

な発達、地域福祉活動への住民参加の促進等を

盛り込んだ地域福祉計画の策定の支援を引き続

き行う。

E〕 社会参加´学習等分野に係る基本的

施策

(1)社会参加活動の促進

ア 高齢者の社会参加活動の促進

(ア )高齢者の社会参加と生きがいづくり

高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、

地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織で

ある老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う

地域の高齢者の社会参加活動を支援する。ま

た、国民一人一人が積極的に参加し、その意義

について広 く理解を深めることを目的とした

「全国健康福祉祭 (ね んりんビック)」 を平成

25年 10月 に高知県で開催する。

また、高齢者の社会参加による生きがいづく

りを促進するため、高齢者の生涯学習に関する

研究成果や各地域の先進的な取組事例等を活用

した研究協議会を開催する。

さらに、学校の教育活動を支援する「学校支

援地域本部」や、放課後や週末等に学校の余裕

教室等を活用して、学習・体験・交流活動等を

提供する「放課後子ども教室」、家庭教育に関

する学習機会の提供等を行う「家庭教育支援」

などを一体的・総合的に推進することなどによ

り、高齢者を含む幅広い世代の地域住民の参画

による地域全体で子どもを育む環境づくりを支

援する。

また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で

役割を持っていきいきと生活できるよう、有償

ボランティア活動による一定の収入を得ながら

自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動

を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス

基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活

動促進事業」を実施する。

ユニバーサルツーリズムに適した商品等の認

定制度の検討、協議会等による受入体制強化、

具体的な効用の検証やシンポジウムを通じた普

及啓発等により、ユニバーサルツーリズムの更

なる定着・普及を図る。

(イ )高齢者の海外支援活動の推進

豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国

の社会や経済の発展に貢献したいというボラン

ティア精神を有する中高年齢者力S、 海外技術協

力の一環として、途上国の現場で活躍できるよ

う、シニア海外ポランテイア事業を独立行政法

人国際協力機構を通じ引き続き推進する。ま

た、団塊の世代の人々の知見を本事業に活用す

べく情報提供、派遣形態・期間の多様化など参

加しやすい環境を整備する。

(ウ )高齢者の余暇時間等の充実

高齢者等がテレビジョン放送を通じて適切に

情報を得ることができるよう、字幕放送、解説

放送等の充実を図るため、平成19年 10月 に策

定し、平成24年 10月 に見直しを行った行政指

針の普及目標 (平成29年度までに、字幕放送

については対象の放送番組のすべてに字幕付

与、解説放送については対象の放送番組の

10%に解説付与、大規模災害等緊急時放送につ

いては、できる限りすべてに字幕付与する等)

の達成に向けて、これまで放送局の自主的な取

組を促してきたところであり、引き続き、字幕

番組、解説番組等の制作に対する助成を行うこ

と等により、字幕放送、解説放送等の拡充を

図っていく。

高齢者の社会参加や世代間交流を促進するた

め、東京及び地方都市において「高齢社会

フオーラム」を開催する。

また、年齢にとらわれず自らの責任と能力に

おいて自由で生き生きとした生活を送る高齢者

(エ イジレス・ライフ実践者)や社会参加活動

を積極的に行っている高齢者の団体等を毎年広

く紹介しており、「高齢社会フォーラム」等を

通じて、社会参加活動等の事例を広く国民に紹

介する事業を実施する。

(工)高齢者の社会参加活動に資するiCT利

活用の推進

超高齢社会がもたらす政策課題を解決し、新

たな社会モデルの確立に向けた情報通信技術

(ICT)の在り方を検討するため、平成24年 12

月から「ICT超高齢社会構想会議」を開催して

おり、会議の基本提言において掲げられた、我

が国が目指すべき3つのビジョン (「 I健康を

長く維持して自立的に暮らす」、「Ⅱ生きがいを

もって働き、社会参加する」、「Ⅲ新産業創出と

グローバル展開」)の実現に向けたICTの利活

用方策について検討を進めていく。

イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備

被災地における様々な社会的課題 (高齢者の

介護・福祉、買い物支援、まちづくり。まちお

こしなど)を ビジネスの手法を用いて解決する

ソーシャルビジネスを振興することで、被災地

の高齢者や女性等の社会進出を促進し、被災地

における新たな産業や雇用の創出による地域活

性化を図る。

市民の自由な社会貢献活動を促進するため、

拡充された寄附税制の活用促進や改正特定非営

利活動促進法の円滑な施行・周知に向けた取組

を行う。また、内閣府NPOホームベージなど

で、市民活動に関する情報の提供を行う。

さらに、多様な個人が能力を発揮 しつつ、自

立して共に社会に参加し、支え合う「共生社

会」を築いていくためには、地域住民やNPO

等による社会活動の充実が必要不可欠であると

いう認識のもと、社会活動の中心的担い手とな

るリーダーを育成する「青年社会活動コアリー

ダー育成プログラム」を実施する。平成25年

度は、高齢者関連分野の日本青年9名 をデン

マークに派遣するとともに、デンマーク、

ニュージーランド、英国から高齢者関連分野の

青年リーダー13名 を招へいし、それぞれ日本

青年と各国青年リーダーとの意見交換や高齢者

関係施設の訪問などを行う。

(2)学習活動の促進

ア 学習機会の体系的な提供と基盤の整備

生涯学習の振興に向けて、平成2年 に「生涯

学習の振興のための施策の推進体制等の整備に

関する法律」が制定され推進体制の整備が図ら

れた。その後、平成 18年 に改正された教育基
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「

本法で生涯学習の理念 (第 3条)が、さらにこ

の理念の実現のため平成20年 に改正された社

会教育法でも「生涯学習の振興への寄与」が明

示された (第 3条 2項 )。 これらの法律や中央教

育審議会の答申等に基づき、国民一人一人が生

涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様

な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価

されるための仕組みづくりなど、「生涯学習社

会」の実現のための取組を進める。

(ア)生選学習の基盤の整備

全国生涯学習ネットワークフォーラムを開催

し、行政や大学等の教育機関、NPO等の団体、

企業等の様々な関係者の参加、協力の下、生涯

学習を通じた新しい社会づくり。地域づくりに

ついての研究協議等を行い、その成果を情報発

信するとともに、今後の中長期的な取組を推進

するため、様々な分野にまたがる関係者間の

ネットワークづくりを推進する。

また、都道府県及び市町村における社会教育

行政の充実に資するため、優れた資質と専門的

能力を有する社会教育指導者の養成等を図る。

(イ )学賛成果の適切な評価の促進

様々な学習活動の成果が適切に評価される社

会の実現に向け、各個人の学習成果を測る検定

試験について、質の向上や信頼性の確保が図ら

れるよう、引き続き、民間事業者等が主体的に

行う評価の取組の普及に向けた支援を行うとと

もに、人材認証制度の評価・活用を推進するた

めの仕組みを検討する。

また、高等教育レベルの学習成果を適切に評

価するため、独立行政法人大学評価・学位授与

機構において、科目等履修制度などを利用し大

学等の単位を修得した短期大学卒業者、高等専

門学校事業者、専門学校修了者等に対し、審査

の上、「学士」の学位授与を行う。

イ 学校における多様な学習機会の提供

(ア )初等中等教育機関における多様な学習

機会の確保

学校教育においては、生涯にわたって自ら学

び、社会に参画するための基盤となる能力や態

度を育むこととしている。このような観点か

ら、新学習指導要領では、児童生徒が高齢社会

の課題や高齢者に対する理解を深めるため、

小・中・高等学校において、ポランティアなど

社会奉仕に関わる体験活動や、高齢者との交流

活動等を含む体験活動の充実を図っている。

さらに、自治体における体験活動の推進を支

援する「健全育成のための体験活動推進事業」

において、小・中・高等学校が実施するボラン

テイアや高齢者との世代間交流などの児童生徒

の健全育成を目的とした体験活動に必要な経費

の一部を補助する。

(イ )高等教育機関における社会人の学習機

会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため,

大学においては、社会人入試の実施、夜間大学

院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制

度の実施、長期履修学生制度の実施などを引き

続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会

人の受入れを一層促進する。

また、大学等が、その学術研究 ,教育の成果

を直接社会に開放し、履修証明プログラムゃ公

開講座を実施するなど高度な学習機会を提供す

ることを促進する。

放送大学においては、テレビ・ラジオ放送な

どの身近なメディアを効果的に活用して、幅広

く大学教育の機会を国民に提供する。

(ウ )学校機能・施設の地域への開放

児童生徒の学習・生活の場であり、地域コ

ミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備

に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備

指針を示すこと等により、学校開放に向けて、

地域住民の積極的な利用を促進するような施設

づくりを進めていく。

また、小・中学校の余裕教室について、引き

続き、地方公共団体が社会教育施設やスポー

ツ・文化施設などへの転用を図れるよう、取組

を支援していく。

ウ 社会における多様な学習機会の提供

(ア)社会教育の振興

地域住民の身近な学習拠点である公民館を始

めとする社会教育施設等において、幅広い年齢

層を対象とした多様な学習機会の充実を促進す

る。

また、地域におけるきずなづ くりや地域コ

ミュニティの再生のため、高齢化問題等の地域

の様々な現代的課題について、公民館等を中心

に様々な主体が連携・協働して解決を図る取組

を支援する。

(イ )文化活動の振興

国民文化祭の開催等による丈化活動への参加

機会の提供、日立の博物館等における高齢者に

対する優過措置やバリアフリー化等による芸術

鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興

を図る。

(ウ )スポーツ活動の振興

高齢者の体力つくり支援事業を実施するとと

もに、「体育の日」を中心とした体カテス トや

スポーツ行事の実施等、各種機会を通じて多様

なスポーツ活動の振興を図る。

(工 )自然とのふれあい

国立公園等の利用者を始め、国民だれもが自

然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい

施設や体験活動イベント等の情報をインター

ネット等を通じて提供する。

また、国立 。固定公園の利用の適正化のた

め、自然公園指導員の研修を実施し、利用者指

導の充実を図るとともに、地方環境事務所等に

おいてパークボランティアを養成し、その活動

に対する支援を実施する。

(オ )消費者教育の取組の促進

平成24年 12月 に施行された「消費者教育の

推進に関する法律」 (平成24年法律第61号)に

基づき作成される「消費者教育の推進に関する

基本的な方針」等を踏まえ、消費者教育推進会

議の運営等、今後の消費者教育に関する取組を

推進する。          、

工 勤労者の学習活動の支援

有給教育訓1練休暇制度の普及促進などを図る

とともに、教育訓練給付制度の活用により、勤

労者個人のキャリア形成を支援し、勤労者の自

己啓発の取組を引き続き支援する。

日 生活環境等分野に係る基本的施策

(1)豊かで安定した住生活の確保

「住生活基本計画 (全国計画)」 (平成23年 3

月閣議決定)に掲げた目標 (〔 l〕 安全・安心で

豊かな住生活を支える生活環境の構築、 (2〕 住

宅の適正な管理及び再生、〔3〕 多様な居住ニー

ズが適切に実現される住宅市場の環境整備、

〔4〕 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の

安定の確保)を 達成するため、必要な施策を着

実に推進する。
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ア 次世代へ継承可能な良質な住宅の供給促進

(ア )持家の計画的な取得・改善努力への援

助等の推進

良質な持家の取得・改善を促進するため、勤

労者財産形成住宅貯蓄の普及促進等を図るとと

もに、独立行政法人住宅金融支援機構の証券化

支援事業及び勤労者財産形成持家融資を行う。

また、住宅ローン控除等の税制上の措置によ

り、引き続き良質な住宅の供給を促進する。

(イ )高齢者の持家二―ズヘの対応

住宅金融支援機構において、親族居住用住宅

を証券化支援事業の対象とするとともに、親子

が債務を継承して返済する親子リレー返済 (承

継償還制度)を実施する。

(ウ )将来にわたり活用される良質なス トッ

クの形成

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」

に基づき、住宅を長期にわたり良好な状態で使

用するため、その構造や設備について、一定以

上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備え、

適切な維持保全力ヽ確保される「認定長期優良住

宅」の普及促進を図る。

イ 循環型の住宅市場の実現

(ア )既存住宅流通・ リフォーム市場の環境

整備

中古住宅・リフオームトータルプラン (平成

24年 3月 策定)に基づき、住宅の検査・調査を

行うインスペクションの普及促進を図るととも

に、インターネットを活用したリフォーム事業

者に関する消費者向けの情報提供の充実、かし

担保責任保険の充実などの施策を推進する。

住宅・建築物省エネ改修等推進事業により、

エコリフォームと併せて行うパリアフリー改

修・耐震改修について支援を行い、住宅の省エ

ネ化と併せて、住宅のバリアフリー化・耐震化

を促進する。

(イ )高齢者の高齢期に適した住宅への住み

替え支援

高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い住

宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを

円滑化する高齢者等の住み替え支援制度の普及

を図る。

また、同制度を活用して住み替え先住宅を取

得する費用について、住宅金融支援機構の証券

化支援事業における民間住宅ローンの買取要件

の緩和を行う。加えて、高齢者が住み替える先

のサービス付き高齢者向け住宅に係る入居一時

金について、住宅融資保険制度を活用し、民間

金融機関のリバースモーダージの推進を支援す

る。

さらに、旧住宅金融公庫の融資について、返

済期間中に自ら居住する要件を緩和し、高齢者

等が所有する戸建て住宅等を子育て世帯等へ賃

貸することを可能とする。

ウ 高齢者の居住の安定確保

(ア)良質な高齢者向け住まいの供給

平成23年 10月 の「高齢者の居住の安定確保

に関する法律等の一部を改正する法律」の施行

により創設された「サービス付き高齢者向け住

宅」の供給促進のため、整備費に対する補助、

税制の特例、住宅金融支援機構による融資を合

わせて支援を行う。

さらに、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフ

ティネットを構築するため、地方公共団体との

連携を図りつつ、増加傾向にある民間賃貸住宅

の空家をリフォームし、子育て世帯・障害者世

帯等の住宅確保要配慮者向けに適切な契約・管

理の下で賃貸する事業について支援を行う。

また、有料老人ホームやサービス付き高齢者

向け住宅について、利用者を保護する観点か

ら、前払金の返還方法や権利金の受領禁止の規

定の適切な運用を引き続き支援する。

(イ )高齢者の自立や介護に配慮した住宅の

建設及び計書の促進

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」

(平成13年国土交通省告示第13Cll号 )の普及な

ど住宅のバリアフリー化施策を展開する。住宅

金融支援機構においては、高齢者自らが行う住

宅のパリアフリー改惨について高齢者向け返済

特例制度を適用した融資を実施する。また、証

券化支援事業の枠組みを活用したフラット35S

により、バリアフリー性能等に優れた住宅に係

る金利引下げを行う。さらに、住宅融資保険制

度を活用し、民間金融機関が提供する住宅改良

等資金に係るリバースモーゲージの推進を支援

する。

また、バリアフリー構造等を有する「サービ

ス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、整

備費に対する補助、税制の特例、住宅金融支援

機構の融資による支援を行う。

(ウ )公共賃貸住宅

公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を

推進するため、原則として、新たに供給するす

べての公営住宅、改良住宅及び都市再生機構賃

貸住宅について、段差の解消等一定の高齢化に

対応した仕様により建設する。

この際、公営住宅、改良住宅の整備において

は、中高層住宅におけるエレベーター設置等の

高齢者向けの設計・設備によって増加する工事

費について助成を行う。都市再生機構賃貸住宅

においても、中高層住宅の供給においてはエレ

ベーター設置を標準とする。

(工)住宅と福祉の施策の連携強化

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に

基づき、都道府県において、高齢者の居住の安

定確保のための計画を定めることを支援してい

く。また、生活支援・介護サービスが提供され

る高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進し、医

療・介護と連携した安心できる住まいの提供を

実施していく。

また、市町村の総合的な高齢者住宅施策の

下、シルバーハウジング・プロジェクト事業を

実施するとともに、公営住宅等においてライフ

サポートアドバイザー等のサービス提供の拠点

となる高齢者生活相談所の整備を促進する。

(オ)高齢者向けの先導的な住まいづくり等

への支援

高齢者等居住安定化推進事業により、高齢者

等の居住の安定確保に資する住まいづくり。ま

ちづくり等を行う事業の提案を公募し、先導性

や普及性等に優れた事業に対して補助を行う。

(力)公共賃貸住宅の適切な供給

老朽化した公共賃貸住宅については、計画的

な建替え 。改善を推進する。

(キ)高齢者のニーズに対応した公共賃貸住

宅の供給

公営住宅については、高齢者世帯向公営住宅

の供給を行う。また、地域の実情に応じて、高

齢者世帯の入居収入基準を一定額まで引き上げ

るとともに、入居者選考において優先的に取り

扱うことを可能としている。

都市再生機構賃貸住宅においては、高齢者同

居世帯等に対する入居又は住宅変更における優
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遇措置を行う。

(ク )高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化

高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を促

進するため、地方公共団体や関係事業者、居住

支援団体等が組織する居住支援協議会が行う相

談・情報提供等に対する支援を行う。

(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづ

くりの総合的推進

ア 高齢者に配慮したまちづくりの総合的推進

高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、

社会参加できるよう、高齢者に配慮したまちづ

くりを総合的に推進するため、市町村に「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」 (平成18年法律第91号。以下「パリアフ

リー法」という。)に基づく基本構想の作成を

働きかけるとともに、バリアフリー環境整備促

進事業を実施する。

被災地において、高齢化の進行や人口減少等

の社会構造変化や環境等に配慮したまちづくり

を進めることが不可欠であるところ、環境価

値、社会的価値、経済的価値を新たに創造し、

「誰も力f暮 らしたいまち」・「誰もが活力あるま

ち」として復興するため、少子高齢化、環境対

応等の分野でのモデル事業の実施を支援する。

イ 公共交通機関のパリアフリー化、歩行空間

の形成、道路交通環境の整備

バリアフリー法に基づき、公共交通事業者等

による旅客施設や車両等のパリアフリー化の取

組を推進する。

このための推進方策として、鉄道駅等旅客

ターミナルのパリアフリー化、ノンステップバ

ス、福祉タクシーの導入等に対する支援措置を

実施する。

また、移動はあらゆる生活活動に伴い発生す

る要素であり、また、就労、余暇を支える要素

である。したがって、その障壁を取り除き、全

ての人が安全に安心して暮らせる道路交通環境

づくりを行うことが重要な課題となっており、

信号機、歩道等の交通安全施設等の整備を推進

する。

高齢歩行者等の安全を確保するため、①幅の

広い歩道等の整備、②歩道の段差・傾斜・勾配

の改善、③道路の無電柱化、④立体横断施設ヘ

のエレベーターや傾斜路の設置、⑤歩行者用案

内標識の設置、⑥歩行者等を優先する道路構造

の整備、⑦自転車道等の設置による歩行者と自

転車交通の分離、③生活道路における通過交通

の進入及び速度の抑制並びに幹線道路における

交通流の円滑化を図るための信号機、道路標

識、道路構造等の重点的整備、⑨バリアフリー

対応型信号機の整備、⑩歩車分離式信号の運

用、⑪携帯端末を用いて安全な通行に必要な情

報提供及び信号機の青時間の延長を行う歩行者

等支援情報通信システム (PICS)の整備、⑫

信号灯器のLED(発光ダイオー ド)化を実施

する。

また、生活道路において30km/hの区城規制

や路側帯の設置・拡幅等を行う「ゾーン30」

の整備を推進する。

積雪や凍結に対し、鉄道駅周辺や中心市街地

等特に安全で快適な歩行空間の確保が必要なと

ころにおいて、歩道除雪の充実、消融雪施設等

の冬期バリアフリー対策を実施する。高齢者が

安心して自動車を運転し外出できるよう、生活

道路における交通規制の見直し、付加車線の整

備、道路照明の増設、道路標識の高輝度化・大

型化、道路標示の高輝度化、信号灯器のLED

化、「道の駅」等の簡易パーキングエリア、高

齢運転者等専用駐車区間の整備等、道路交通環

境の整備を実施する。

「心のバリアフリー」社会を実現し、ハード

面のみならずソフト面も含む総合的なバリアフ

リー化を実現するため、高齢者等の介助体験・

擬似体験等を内容とする「バリアフリニ教室」

の開催等ソフト面での取組を推進する。

ユニバーサル社会に向けて、高齢者や障がい

者を始め、誰もが積極的に活動できるパリアフ

リー環境の構築をソフト施策の面から推進する

ことが重要であり、そのため外部有識者を含め

た勉強会を通じて、バリアフリー経路案内及び

ハザードマップとの連携等にも活用できるICT

(情報通信技術)に よる歩行者移動支援を推進

する。平成25年度は、地方公共団体等がサー

ビス導入の検討を行うためのガイドライン案の

充実を図るとともに、視覚障がい者へのサービ

ス提供や災害時の情報提供の在り方などについ

て検討を行う。

ウ 建築物・公共施設等の改善

バリアフリー法に基づき、建築物のバリアフ

リー化を引き続き推進するとともに、同法に基

づく認定を受けた優良な建築物 (認定特定建築

物)の うち一定のものの整備に対して支援措置

を講じることにより、高齢者・障害者等が円滑

に移動等できる建築物の建築を促進する。

窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ

いて、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施

設を利用できるよう、窓口業務を行う事務室の

出入日の自動 ドア化、多機能 トイレの設置等に

よる高度なバリアフリー化を目指した整備を推

進する。

都市公園については、バリアフリー法に基づ

く基準等により、高齢者や障害者を含むすべて

の人々が快適に利用できるよう、主要な回路の

段差の解消、車いすでも利用可能な駐車場や ト

イレの設置など、公園施設のバリアフリァ化を

推進している。また、社会資本整備総合交付金

等の活用によって、誰もが安全で安心して利用

できる都市公園の整備を推進している。

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

平成24年 中の交通事故死者数のうち、高齢

者の占める割合は半数以上となっており、今

後、高齢化が更に進むことを踏まえると、高齢

者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題

である。

高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形

成を図るため、平成23年 3月 に中央交通安全対

策会議で決定した「第9次交通安全基本計画」

(計画期間 :平成23～27年度)等に基づき、①

生活道路等における人優先の安全・安`い な歩行

空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全

教育、③交通安全教育を受ける機会の少ない高

齢者を対象とした家庭訪間による個別指導、④

シルバーリーダー (高齢者交通安全指導員)を

対象とした交通安全教育、⑤高齢運転者対策等

の交通安全対策を実施する。

また、高齢者の歩行中・自転車乗用中の交通

事故を減少させるため、高齢者による高齢者の

ための交通安全教育を実施することで、受講者

の共感・理解が一層促進されることが考えられ

ることから、高齢者を交通安全教育のためのシ

ニア・リーダーとして育成する歩行者・自転車

乗用者の交通安全教育のためのシニア・リー

ダー育成モデル事業を行う。

さらに、歩行中及び自転車乗車中の交通事故

死者に占める高齢者の割合が高いことを踏ま

え、高齢者、/5‐行者、自転車事故の削減に向け

て、歩行者、自転車事故が多発する交差点等で

の対策の重点化や、歩行者、自転車、自動車が
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適切に分離された空間の整備を図る。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、

駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて

高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を

把握するとともに、必要に応じて関係機関や親

族への連絡を行うほか、認知症等によってはい

かいする高齢者を発見、保護する体制づくりを

関係機関等と協力して推進する。

振り込め詐欺については、認知件数は前年と

ほぼ同件数で推移しているものの、一方で、特

に高齢者の被害が多い現金受取型のオレオレ詐

欺や還付金等詐欺の増加により、被害総額は大

幅に増加している。また、オレオレ詐欺と同様

に主に高齢者の被害が多い未公開株 。社債等の

取引を装う詐欺等が多発している。そこで、こ

れらの詐欺に重点指向した取締活動を強化する

とともに、高齢者への複線的な広報啓発活動、

関係機関等と連携した官民一体となった予防活

動を推進する。このほか、東日本大震災に綸

み、震災に使乗した詐欺が依然として発生して

いることから、ワlき 続き注意を呼び掛けるとと

もに、取締活動を推進する。

さらに、高齢者をねらう悪質商法等の取締り

を推進するとともに、口座凍結等の被害拡大防

止対策、悪質商法等からの被害防止に関する広

報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を行

う。加えて、高齢者に対する悪質商法による二

次被害を防止するため、地方自治体と連携しな

がら、①定期的な電話による見守り、②協力を

希望する高齢者宅への通話録音装置の配置によ

る情報や証拠の収集にモデル事業として取組

み、被害防止と法執行強化の効果を実証的に把

握する。

また、振り込め詐欺や利殖勧誘事犯の犯行グ

ループは、被害者や被害者になり得る者等が登

載された、いわゆる「間の名簿」を利用してい

る。当該名簿登載者の多くは高齢者であり、今

後更なる被害に遭う可能性が高いと考えられる

ため、捜査の過程で警察が入手したこれらの名

簿をデータ化し、都道府県警察が委託したオペ

レーターがこれを基に電話による注意喚起を行

うなどの被害防止対策を実施する。

加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高

齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含め

た後見人等を確保できる体制を整備・強化する

必要があることから、平成24年度に引き続き、

市町村において地域住民で成年後見に携わろう

とする者に対する研修や後見活動が行われるよ

う支援していく。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援

に関する法律」に基づき、養介護施設従事者等

による虐待及び養護者による虐待の状況につい

て、平成24年度に引き続き必要な調査等を実

施 し、各都道府県・市町村における虐待の実

態・対応状況の把握に努めるとともに、高齢者

に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう

必要な支援を行っていく。

なお、支援を必要とする高齢者の実態把握や

虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相

談窓日の業務を円滑に行うことができるよう、

各市町村に設置された「地域包括支援センター」

の職員に対する研修については、引き続き実施

することとしている。

法務局・地方法務局等において、高齢者の人

権問題に関する相談に応じるとともに、家庭や

高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者

とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場

合には、人権侵犯事件として調査を開始し、そ

の結果、人権侵害の事実が認められた場合に

は、その排除や再発防止のための事案に応じた

適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び

人権尊重思想の普及高揚に努める。平成25年

度においても、引き続き高齢者施設等の社会福

祉施設において入所者等及び家族が気軽に相談

できるよう、特設相談所を開設するはか、全国

一斉の「高齢者・障害者の人権あんじん相談」

強化週間を設け、電話相談の受付時間を延長す

るとともに、休日も相談に応じるなど、相談体

制を強化する予定である。

高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止

を図るべく、引き続き全国各地からの要請を元

に「消費者問題出前講座」を実施するほか、消

費者側の視点から注意点を簡潔にまとめたメー

ルマガジン「見守り新鮮情報」を月2回程度配

信する。

高齢者の周りの人々による見守りの強化の一

環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政

機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費

者見守リネットワーク連絡協議会」を開催し、

消費者 トラブルの情報共有や、悪質商法の新た

な手口や対処の方法などの情報提供等を図る。

なお、「地方消費者行政の充実 。強化のため

の指針」(平成24年 7月 公表)に おいて取りま

とめた、地方消費者行政における先進的 。モデ

ル的事例からなる取組事例集を活用して、地域

における見守りも含めた先進的取組の地方自治

体における普及・促進を図る。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施

設を守る土砂災害防止施設の整備、激甚な水

害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を

引き続き図る。さらに、災害時における高齢者

等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保

するため、「水防法」(昭和24年法律第193号 )

及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律」(平成 12年 法律第

57号 )に基づき、浸水想定区城内又は土砂災

害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用

する施設への洪水予報又は土砂災害警戒情報等

の伝達方法を定めることを進める。このような

土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備

のほか、土砂災害特別警戒区城 (建築物に損壊

が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が

生ずるおそれがある区城)における災害時要援

護者関連施設の建築の許可制等を通じて高齢者

等の安全が確保されるよう、基礎調査や区域指

定の促進等に関する支援を引き続き行つてい

く。

住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた

め、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢

者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に

重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重

点に地域が一体となって、住宅用火災警報器等

の設置対策や防炎品の普及促進を含めた総合的

な住宅防火対策を推進する。

また、高齢者が安心して生活を営み、社会参

加することができるよう、火災に対する安全性

を効果的に確保するため、ユニバーサルデザイ

ン等の観点を取り入れた消防用設備・機器等の

導入・普及方策等の検討を進める。

現行の消防法令では、火災警報は音によるも

のとされており、音以外の書報装置は、その導

入 。普及力Чまとんど進んでいない状況である。

このため、火災警報を高齢者・障がい者に的確

に伝える装置の円滑な導入に向けて、公共的な

施設をモデルとして、光による警報装置を設置

し、効果的な設置・維持管理方法について検討

を行う。

市町村における災害時要援護者の避難支援対

策の取組状況を調査するとともに、先進的取組

事例を紹介するなどして、市町村における災害

≫
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時要援護者の避難支援対策の取組を促進する。

なお、平成25年度において、情報を迅速か

つ確実に伝達するため、全国瞬時書報システム

(J ALERT)に より防災行政無線による放送

(音声)のみならず、携帯メール等多様な手段

を自動起動するための整備を促進する。

山地災害からの生命の安全を確保するため、

病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施

設が隣接 している山地災害危険地区等につい

て、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を

計画的に実施する。

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」

(平成 18年 3月 )の 見直しや「避難所における

良好な生活環境の確保に関する取組指針」を作

成し、市町村に周知するとともに、市町村にお

ける取組が徹底されるよう、地方公共団体の担

当者を対象とした全国キャラバンを実施する。

工 東日本大震災への対応

東日本大震災に対応して、「介護基盤緊急整

備等臨時特例基金」を活用し、日常生活圏域で

医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提

供する「地域包括ケア」の体制を整備するた

め、被災市町村が策定する復興計画等に基づき

実施される、①小規模の特別養護老人ホーム・

グループホーム等に加え、在宅サービス等を行

う拠点の整備等や、②長期化する避難生活によ

る高齢者等の日常生活を支えるため、当面必要

となる、介護等のサポート拠点 (応急仮設住宅

での総合相談、高齢者等の活動支援等を包括的

に提供)の整備に係る事業に対して財政支援を

行う。

あわせて、介護保険において、被災された方

を経済的に支援する観点から、東京電力福島第

一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の住民の

方については、介護保険の利用者負担や保険料

の減免に対する財政支援を最長 1年間すること

としている。なお、警戒区域等以外の方につい

ては、自治体の判断により、引き続き、利用者

負担等の減免措置を行った場合は、特ワU調整交

付金を活用して、財政の負担が著しい場合に減

免額の一定の額について財政支援を行うことと

している。

日本司法支援センター (法 テラス)では、震

災に起因する法的 トラブルを抱え、経済的・精

神的に不安定な状況に陥っている被災者を支援

するため、震災以降の取組を継続し、「震災

法テラスダイヤル」 (フ リーダイヤル)や被災

地出張所における業務の適切な運用を行うな

ど、生活再建に役立つ法制度などの情報提供及

び民事法律扶助を実施する。また、東日本大震

災の被災者に対する援助のための日本司法支援

センターの業務の特例に関する法律 (平成24

年4月 1日 施行)に基づき、東日本大震災法律

援助事業 (東 日本大震災に際し災害救助法が適

用された市町村の区城 (東京都を除く。)に平

成23年 3月 11日 において住所等を有していた

者の東日本大震災に起因する紛争について、そ

の者の資力状況にかかわらず、訴訟代理、書類

作成、法律相談等に係る援助を行う業務)を 実

施することとしている。

(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成

ア 快適な都市環境の形成

誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の

形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公

園を始めとした都市公園等の計画的な整備を

行っている。

また、良好な水辺空間の整備を行うことによ

り、河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場

を提供する役割を果たしている。

イ 活力ある農山漁村の形成

「食料・農業・農村基本法」(平成 ll年法律第

106号 )に 基づき策定された「食料・農業・農

村基本計画」(平成22年 3月 閣議決定)を 踏ま

え、農村高齢者がいきいきと活躍できる環境づ

くりのため、農村の高齢者が、農業に関する豊

富な知識や技術、経験を活かし、新規就農者な

ど地域の農業者等の育成や技術指導を行う取組

を支援するとともに、高齢者活動支援施設等の

整備を実施する。

また、集落が市町村、NPO法人等多様な主

体と連携を行い、農山漁村の持つ豊かな自然と

「食」を健康等に活用する取組を支援する。

さらに、社会福祉法人等が高齢者のデイサ‐

ビスの一環として利用する農国の整備や、高齢

者を対象とした生きがい農園の整備を実施す

る。

農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、

農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境

の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開

かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を

図る。

また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ

う、農山漁村における農業施設等のバリアフ

リー化等の整備、高齢者等による農作業中の事

故が多い実態を踏まえ、地域ぐるみでの農作業

安全活動を実践する体制の整備を促進するとと

もに、高齢農業者の安全意識を効果的に高める

啓発方法の検討及び農作業安全の全国運動を実

施する。

さらに、近年、高齢化の進展や食料品小売

店・飲食店数の減少等社会・経済構造の変化に

よって、中山間地域はもとより都市部において

も、住民に食料品の購入や飲食に不便や困難を

もたらす「食料品アクセス問題」が発生してお

り、地域の実態に応じた有効な食料品のアクセ

ス改善を図ることが緊急の課題となっている。

このため、食料品へのアクセスが困難となって

いる地域において、高齢者等への食料品の円滑

な提供を図るため、民間事業者等が「食料品ア

クセス問題」を抱える市町村等と連携して行う

地域の実態を踏まえた取組を支援する。

加えて、「水産基本法」(平成13年法律第89

号)に基づき策定された「水産基本計画」(平

成24年 3月 閣議決定)を 踏まえ、高齢者に配慮

した施設整備を実施する。

匿〕 高齢社会に対応 した市場の活性化 と

調査研究推進のための基本的施策

(1)高齢者向け市場の開拓と活性化

ア 医療・介護・健康関連産業の強化

公的保険に依存しない医療・介護機関と民間

サービス事業者等が連携した新たなサービス産

業創出のため、事業化に対する支援を行うとと

もに、必要な事業環境の整備に向けた調査・検

討を行う。

イ 不安の解消、4・Fを楽しむための医療・介

護サービスの基盤強化

医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・

地域偏在の課題等の解決のための取組として、

平成25年度も引き続き、地域医療支援センター

の拡充、チーム医療の推進等を行っていく。医

学部入学定員については、平成24年 11月 に入

学定員の上限を125名 から140名 まで引き上げ

たところであり、これを踏まえて医学部全体の

入学定員の増員を引き続き行っていく (平成

25年度は50人増員予定)。 また、病床に応じた

医療資源の投入を行い、効率的・効果的な質の

高い医療サービスを安定的に提供できる体制の

構築に向けた取組を進める。
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また、地域包括ケアの推進等により住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるような体制整備を目指して、

引き続き在宅での医療と介護の連携の推進な

ど、制度、報酬及び予算面から包括的に取組を

行う。

ウ 地域における高齢者の安心な暮らしの実現

平成25年 度においても、地域主導による地

域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ

ていく。そのため、介護関係者のみならず、医

療関係者や地域住民などの多職種で地域の課題

把握等を行う「地域ケア会議」の取組の推進

や、情報通信技術の活用による在宅での生活支

援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢

者が自らの希望するサービスを受けることがで

きる社会を構築していく。

高齢者が安心して健康な生活が送れるように

なることで、生涯学習や、教養・知識を吸収す

るための旅行など、新たなシニア向けサービス

の需要も創造される。また、高齢者の起業や雇

用にもつながるほか、高齢者が有する技術・知

識等が次世代へも継承される。こうした好循環

を可能とする環境を整備していく。

(2)超高齢社会に対応するための調査研究等

の推進と基盤整備

ア 医療関連分野におけるイノベーションの推

進

国民が安心して利用できる最新の医療環境を

整備する。また、我が国のものづくり力を活か

し、世界に先駆けて我が国発の革新的医薬品・

医療機器を開発するとともに再生医療を推進

し、医療関連分野におけるイノベーションを一

体的に推進する。これにより、健康長寿社会の

実現と我が国の経済成長の実現、積極的な海外

市場への展開を目指す。

イ 高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する

調査研究等

高齢者の介護予防や健康保持等に向けた取組

を一層推進するため、要介護状態になる大きな

要因である認知症、ロコモティプ・シンドロー

ム (運動器症候群)等に着目し、それらの予

防、早期診断及び治療技術等の確立に向けた研

究を行う。

がん対策については、「がん対策基本法」(平

成18年法律第98号 )に基づく「がん対策推進

基本計画」 (平成 19年 6月 閣議決定)(以下「基

本計画」という。)に より推進してきたが、そ

の策定から5年が経過し、新たな課題が明らか

になってきたため、平成Z年 6月 、新たな基本

計画を閣議決定した。新たな基本計画では、従

来の個711日 標に加え、がん患者に対する職場に

おける理解の促進、相談支援体制の充実等を通

じ、がんになっても安心して働き暮らせる社会

を構築することなどについて、新たに目標を設

定した。がん研究についても、従前の取組に加

え、新たながん診断・治療法やがん予防法な

ど、がん患者の視点による実用化を目指した研

究を効率的に推進することとしている。

また、がん 。生活習慣病等の疾患の早期診

断・治療薬開発に資する分子イメージング技術

の実証に向けた研究等を行うとともに、次世代

のがん医療の実現に向けて、革新的な基礎研究

の成果を厳選し、診断・治療薬の治験等に利用

可能な化合物等の研究を推進する。さらに、こ

うした成果も活用しつつ、個人に最適な医療の

実現に向けた取組を引き続き推進する。

微小ながんを超早期に発見し、がんの特性を

正確に把握するための画像診断システム等や、

微小ながんを追跡しながらピンポイントで治療

する次世代放射線治療機器等の研究開発を行う

「がん超早期診断・治療機器総合研究開発プロ

ジェクト」、生体内において幹細胞の増殖・分

化・再生を促進する次世代再生医療技術や、小

柄な体格にも適用可能な小型の埋込み型補助人

工心臓の研究開発を行う「次世代機能代替技術

研究開発事業」を引き続き推進する。また、中

小企業等のものづくり技術を活かして、医療現

場の課題・ニーズに応える医療機器の開発・改

良を推進するため、①医療現場からのニーズが

高く、課題解決に資する研究課題を選定し、②

優れたものづくり技術 (切前、精密加工、コー

ティング等)を 有する中小企業等と、それらの

課題を有する医療機関や研究機関等とが連携し

た「医工連携」による医療機器の開発・改良に

ついて、③臨床評価、実用化までの一貫した取

組を実施する。

ウ 高齢者の自立・支援等のための医療・リハ

ビリ・介醸関連機器等に関する研究開発

高齢者等の自立や社会参加の促進及び介護者

の負担の軽減を図るためには、高齢者等の特性

を踏まえた福祉用具や医療機器等の研究開発を

行う必要がある。

そのため、福祉用具及び医療機器について

は、福祉や医療に対するニーズの高い研究開発

を効率的に実施するためのプロジェクトの推

進、短期間で開発可能な福祉用具・医療機器の

民間による開発の支援等を行う。

その研究開発の一つとして、高齢者の生活支

援・社会参加拡大などに寄与するため、日常生

活における行動・コミュニケーション支援にお

いて必要となる簡単な動作や方向、感情などを

強く念じた際に生じる脳からの信号を利用し、

移動支援機器やコミュニケーション支援機器な

どに伝えることを日常的に可能とする技術の研

究開発を引き続き推進する。

また、「福祉用具の研究開発及び普及の促進

に関する法律」(平成5年法律第38号)に基づ

き、福祉用具の実用化開発を行う事業者に対す

る助成や、研究開発及び普及のために必要な情

報の収集・分析及び提供を実施する。

介護等の分野で役立つサービスロボットにつ

いて、対人安全基準、安全検証手法の確立及び

国際標準化に向けた取組を引き続き推進する。

さらに、民間企業等が行う高齢者や介護従事

者等の現場のユーズに応えるロボット技術の研

究開発を支援する。

また、開発の早い段階から介護現場のニーズ

を伝達し、試作機器について介護現場での実証

(モ ニター調査・評価)等を行い、介護ロポッ

トの実用化を支援する。

工 情報通信の活用等に関する研究開発

高齢者等が情報通信の利便を享受できる情報

バリアフリー環境の整備を図るため、引き続

き、高齢者等向けの通信・放送サービスに関す

る技術の研究開発を行う者に対する助成等を行

う。

また、最先端の情報通信技術等を用いて、運

転者に対し、周辺の交通状況等をカーナビゲー

ション装置を通じ視覚・聴覚情報により提供す

ることで危険要因に対する注意を促す安全運転

支援システム (DSSS)や ITSス ポット等、高

齢者等の安全快適な移動に資するITS(高度道

路交通システム)の研究開発及びサービス展開

を実施する。

オ 高齢社会対策の総合的な推進のための政策

研究

(ア)政策研究調査

平均寿命が延びて人生が長期化している現
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在、将来を見据えて健康や能力開発、社会参

加、資産等について「人生9o年時代」への備

えが必要となるが、高齢期に向けた準備が不足

していると考えられるため、高齢期に向けての

「備え」に関する意識を把握し、若いうちから

の「人生9o年時代」を前提にした備えを促進

する方策を検討する「政策研究調査」を実施す

る。

(イ )高齢社会対策総合調査・・研究等

高齢社会対策総合調査として高齢社会対策の

施策分野別にテーマを設定して高齢者の意識や

その変化を把握 している。平成25年度は、主

として社会参加分野に関連して、地域社会への

参加に関する高齢者の意識を把握するため「高

齢者の地域社会への参加に関する意識調査」を

実施する。

また、高齢者等の安全・安心な生活の実現の

ために、独立行政法人科学技術振興機構が実施

する戦略的創造研究推進事業 (社会技術研究開

発)に おいて、研究者と関与者との協働による

社会実験を含んだ、高齢社会の問題解決に資す

る研究開発を推進する。

(ウ )中高年齢日の歩行中死亡事故抑止のた

めの段階的教育手法に係る調査研究

交通事故死者数のうち横断歩行中死者の特徴

を見ると、年齢層別では5Cl歳代から死亡者数

が増加の一途をたどり、70歳代半ばから急激

に増加することから、横断行動について年齢層

別の要因等を把握 。分析し、よりきめ細かな交

通安全教育に資するための調査研究を実施す

る。

(工 )高齢者講習の在り方に関する調査研究

平成21年 6月 の改正道路交通法施行から4年

を迎えることから、受講者の負担の軽減を図り

つつ、高齢者の安全運転を支援するため、高齢

者講習受講前後における交通事故発生率の推

移、被験者及び講習指導員のアンヶ―卜など効

果的な高齢者講習の在り方について調査研究を

実施する。

(オ )視野と安全運転の関係に関する調査研究

現在、運転免許を取得する際の適性試験や運

転免許証を更新する際の適性検査等における視

野の測定については、一眼が見えない者のみを

対象として実施しており、また、その合格基準

は水平方向に150度 とされ、上下方向について

は規定していないところである。しかし、特に

高齢者のなかには、両眼が見える者であつて

も、視力が維持されたまま視野が狭くなってい

る者もおり、実際に、網膜色素変性症により視

野狭窄になっていることに気付いていない運転

者による死亡事故も発生していることから、高

齢者を対象とした上下方向を含めた視野に係る

検査等の要否について検討を行うため、視野と

安全運転の関係に関する調査研究を実施する。

優]全世代が参画する超高齢社会に対応

した基盤構築のための基本的施策

(1)全員参加型社会の推進

ア 若年者雇用対策の推進

厳しい就職環境が見込まれる新卒者・既卒者

の就職支援を強化するとともに、ハローヮーク

におけるフリーター等に対する正規雇用の実現

に向けた支援を行うことにより、我が国の将来

を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や

能力を十分に発揮できるよう、若者の雇用対策

を推進する。

(ア )大学などの新卒者 。既卒者に対する就

職支援の推進

新卒応援ハローワークにジョプサポーターを

配置し、大学等を定期的に訪問し、出張相談や

セミナー、大学等が主催する企業説明会等に参

加する企業の確保等の支援を行う。また、あら

ゆる機会を捉えて大学等に対 して新卒応援ハ

ローワークの周知に努めるとともに、大学等の

未就職卒業者を減少させるため、ジョブサポー

ターの全校担当制や、大学などへのジョプサ

ポーターの相談窓口設置・出張相談の強化等を

行う。

(イ )若者と中小企業とのマツチング強化

若者と中小企業とのマッチングを強化するた

め、若者の採用・育成に積極的な「若者応援企

業」の周知や面接会の開催等を行い、若者の就

職支援を推進する。

(ウ )フ リーター等の正規雇用化の推進

正規雇用を目指すフリーター等への就職支援

を行う拠点である「わかものハローワーク」な

どを通じて、フリーター等に対し、就職支援ナ

ビゲーター等を活用した担当者制によるきめ細

かな個別支援や予約制による職業相談・職業紹

介、履歴書の作成指導等を行う。

また、職業経験、技能、知識から安定的な就

職が困難なフリーター等について、原則3か月

間試行的に雇用し、その後の正規雇用への移行

を図る「 トライアル雇用奨励金」の活用を推進

する。

イ 雇用・就業における女性の能力発揮

労働者が性別により差別されることなく、ま

た、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力

を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第

113号 )に沿つた男女均等取扱いが徹底される

よう周知啓発、指導を行うとともに、事業主と

労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅

速な解決が図られるよう援助を行う。

また、実質的な男女労働者間の均等を確保す

るためには、男女労働者間に事実上生じている

格差の解消を目指す企業の自主的かつ積極的な

取組 (ポ ジティプ・アクション)が不可欠であ

る。このため、企業が具体的な取組を行うこと

ができるよう必要な助言及び情報提供を積極的

に行い、ポジティプ・アクションの一層の促進

を図る。具体的には、企業に対する取組促進の

直接的な働きかけやポジティプ・アクション情

報ポータルサイトを活用した女性の活躍状況の

情報開示の促進、「均等・両立推進企業表彰」

の実施、経営者団体と連携し開催する「女性の

活躍推進協議会」の開催、ポジティプ・アク

ション普及促進のためのシンボルマーク「きら

らJの活用促進等を通じて企業が自主的かつ積

極的にポジティプ・アクションに取り組むこと

を促す。個別企業の女性の活躍状況を内閣府

ホームベージに掲載することにより、企業にお

ける女性の活躍促進を図る。

さらに、男女労働者間の格差についで企業内

での実態把握や気づきを促す「男女間賃金格差

解消に向けた労使の取組支援のためのガイドラ

イン」や「業種別『見えるイロ 支援ツール」の

作成・普及により、ポジティプ・アクションの

具体的取組を支援するとともに、メンター制度

等導入ヤニュアルの普及やメンター、ロールモ

デルの確保が難しい中小企業の女性労働者が

ネットヮ‐クを作り、女性の相互研鑽、研修等

を行う仕組み作りにより、女性労働者が就業を

継続していけるような環境づくりを支援する。
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また、「食料 農業・農村基本計画」等を踏

まえ、農業経営や6次産業化の取組等において

女性の更なる活躍を推進するため、補助事業の

実施に当たって、プランづくりへの女性の参画

や女性による事業活用の促進等、女性の能力発

揮を促進する施策を実施する。

さらに、女性の活用に積極的な企業を表彰す

ることで、そのような企業のすそ野を広tするた

め、東京証券取引所と共同で、「女性活用推進」

に優れた上場企業を、「中長期の企業価値向上」

を重視する投資家にとって魅力ある銘柄 (「 な

でしこ銘柄」)と して選定する。また、女性を

始めとした、多様な人材の能力を最大限発揮さ

せることにより、イノベーションの創出、生産

性向上等の成果を上げている企業を選定し、

「ダイパーシティ経営企業llXl選 」として表彰

する。

ウ 非正規雇用労■嗜対策の推進

非正規雇用対策については、日本経済全体の

持続的な発展を目指すという観点からとりまと

めたビジョン (平 成24年 3月 とりまとめ)や

「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関す

る検討会J報告書 (平成24年 12月 とりまとめ)

などに基づいて、非正規雇用で働く労働者の企

業内でのキャリア アップを総合的に支援す

る。

具体的には、正規雇用転換、人材育成、処遇

改善などに向けたガイドラインを活用するとと

もに、事業主のこれらの取組を促進する包括的

な助成措置など、ハローワークによる事業主支

援体制を強化する。

こうした取組のほか、派遣労働者、有期契約

労働者及びバートタイム労働者といった非正規

雇用の態様ごとの法制面での対応として、改正

労働者派遣法 (平成24年 3月 成立)の着実な実

施を進めるとともに、改正労働契約法 (平成

24年 8月 成立)の周知等を行う。

また、パー トタイム労働者の均等 均衡待遇

の確保、正社員への転換を推進するため、短時

間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基

づく指導、専F月 家による相談 援助、助成措置

の活用による支援、職務分析 職務評価の導入

支援等を行う。

工 子育て支援施策の総合的推進

子どもと子育てを応援する社会の実現に向け

て、平成22年度から平成26年 度までの5年 間

で目指すべき施策内容と数値日標を盛 り込ん

だ、「子ども。子育てビジヨン」に基づき、総

合的な子育て支援を推進していく。

また、「国と自治体が一体的に取り組む待機

児童解消「先取り』プロジェクトJに沿って、

待機児童解消に積極的に取り組む地方自治体に

対して保育所整備等の補助率嵩 卜げを実施する

など、平成25年度においても侍機児童の解消

のための取組を推進する。

子ども 子育て関連3法 に基づく新たな子ど

も 子育て支援制度は、平成27年 に予定され

ている消費税率10%への引き上げの時期に合

わせ、早ければ平成27年 4月 に本格施行となる

予定である。

このため、有識者、地方公共団体、子育て当

事者、子育て支援当事者等が子育て支援の政策

プロセス等に参画 関与できる仕組みとして、

平成25年 4月 に内閣府に設置した子ども 子育

て会議において、子ども 子育て支援の意義や

施策に関する基本的事項等について定めた基本

指針や各種の基準等について、月口次検討を行っ

ていく。
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■ 1回2知症高|1書●にやさしい地

軍づくりに係る関係

`庁
選掲,露

資料  5
平成25年 9月 26日

F n`ttσノ′ノ■γ//σθs Agenc/

高齢者対策に関する取組状況について

平成25年 9農 28圏

奎轟

(1)金融機関等における態勢整備の促進や取組状況の検証 (平成25事務年度監督方針に記載)

金融庁等による高齢者対策に関する取組状況について

(1)認知症サポーター養成講座の実施 (全国銀行協会)

0銀行職員が認知症に対する正確な知識と適切な対応を身につけ
るための「認知症サポーター養成講座J等の研修を実施

(2)高齢者の特性に配慮した取組事例等の共有  (生命保険協会)

0高齢者の特性に配慮した生保各社の取組事例等の共有・活用を
図る報告書を作成 (1(2)関連)

(3)高齢者向けバンフレットの作成 (損害保険協会 )

※

轟 即 鼎 珊 即
臨 柵 盤

行予定)

0)店舗のパリアフリー化等による利便性向上

O受付番号表示機のユニバーサルデザイン化 (白黒表示)

O老眼鏡、助聴器、筆談器等の店舗への設置     等

O翡■■口時の琴棒口学や認知症市
"煮=|,黎

引lF関する



≪参考≫ 平成25事務年度 主要行等向け監督方針 (抄 )

※平成25事務年度 中小・地域金融機関向け監督方針も同旨

4.顧客保護 と利用者利便の向上

(4)身体障がい者等に配慮した態勢の整備等
各金融機関に対し、身体障がい者や高齢者も、金融機関の窓口やA tt Mを通じて、安心して金融サービスを容易に利用できる

施設・態勢を整備するよう強く促していく。また、身体障がい者への対応に関しては、金融機関において身体障がい者の立場に
立ったきめ細かな対応がなされるように、社内外の研修 。講習会への職員の参加等について積極的な取組みを促していく。

(5)リ スク性商品の販売態勢等の充実
投資信託、仕組み債及びデリバティブ (為替デリバティブ商品を含む。)等のリスク性商品の販売や保険募集については、以

下の点に留意して監督を行う。特に、預金を取り扱う銀行においては、元本の安全性を重視する顧客を抱えている点を十分踏ま
え、これらの事項は、例示した商品に限らず、元本割れのリスクのある商品の開発・勧誘・販売について広く対象とすることに
留意する。また、高齢の顧客については、商品性・リスク特性に関する顧客の理解が確保されるためのきめ細かな取組みを進め

0と二二年_車品題壷毯塵述塾≦■工菫塁2土旦
=ヱ2ゴ丘重堂生麗匿⊇担重劃亜主主2変上丘適塑二L握立亘ことが重要であ

ることに留意する。
為替デリバティブ商品に関しては、過去の トラブル事例なども踏まえ、適切な商品の販売が行われているかについて確認する。

また、商品販売時に、最悪の事態を想定した損失を説明することはもとより、顧客からの苦情・相談にも丁寧か適切に対応して
いるかについて確認する。
また、昨事務年度に引き続き、本事務年度も、金融機関が、①どのような経営方針の下で、どのような金融商品・サービスを

どのような属性の顧客に提供しようとしているか、②短期的な利益追求や利益相反などにより、歪んだインセンティブに動機付
けられていないか、③経営方針が営業現場で徹底されているかを経営陣を含め内部でチェックする態勢が整備されているか、に
ついても注意を払うとともに、必要に応じ、警察当局や消費者庁とも協力していく。

①投資信託・仕組み債・デリバティプロ保険商品等の販売態勢等
不招請勧誘規制の法令遵守状況を含め、それぞれの顧客の属性に配慮した勧誘・説明態勢となっているかについて、勧

誘・説明態勢に係る監督指針も踏まえつつ、重点的に確認する。

Ш)特に、高齢の顧客については、これまでの投資経験が十分であつ量としても、顧客の立場にな⊇玉二まめに相談に乗
るとと当に、商品性 lリ スク特性にpぃて顧客の理解が確保されるためのきめ細力]な取組みや Lラ ブルの未然防止・早

といった各販売チャネル毎に行つているか。

平成25事務年度保険会社等向け監督方針(抄 )

金  融

4.顧客保護と利用者利便の向上

(3)適切な保険募集態勢の確立
保険募集においては、保険商品の特性に鑑み、顧客の知識・経験等を踏まえた分かり易い説明がなされるこ

とが極めて重要である。このため、保険会社等からの報告、検査部局による検査の結果、金融サービス利用者
相談室からの情報等を活用し、保険商品の販売・勧誘ルールの遵守状況、顧客のニーズ及び知識 日経験等に留
意した説明を行う態勢の整備状況、保険会社等による保険募集人の監督状況について確認する。また、保険募
集人に関しても、募集形態や規模・特性に応じた適切な保険募集管理態勢が構築されているかについて確認す
る。特に以下の点に着目していくこととする。

①  保険募集について、ダイレク ト系のチャネルなど保険募集形態の多様化や保険代理店の大型化が進展して
いる状況を踏まえ、保険契約者等の保護の観点から、保険代理店を含めた保険募集人による説明や情報提供
等が適切に行われることが重要である。こうした観点から、保険募集の態勢や保険会社等による保険募集人
の管理 口監督の態勢について確認を行つていく。
また、金融審議会「保険商品 ロサービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書 (平成

25年 6月 11日 公表)を踏まえ、募集文書における契約概要・注意喚起情報の簡素化、分かり易さ実現に向
けた各社の取組みを懲憑するとともに、保険募集・販売ルールの見直しに関する監督上の対応について、具
体的な検討を進める。

②  銀行等による保険商品の窓口販売に関しては、引き続き、弊害防止措置など保険募集に関するルールの遵
守状況について確認を行つていく。

③  宣艶卿郵撃翠匙≦塾二笙拠阻型幽職塾が変ヒ壺劃雄述生五血塑塵堕建望麗ェLと墜艶整肇上2
いて十分な理解が困難となる場合等があることを考慮し、顧客の立場に立ってこまめに相談に乗るとともに、

踏まえて、各保険会社等に促していく。



FTA    平成25事務年度金融商品取引業者等向け監督方針(抄)  =静9蘊。日̂
ロ.                                               金 融 庁

4.願客保護と利用者利便の向上

(1)販売態勢等
金融商品取引業者等は、金融商品の販売・勧誘に当たつて、単に法令や自主規制規則を連守すれば足りるということではなく、顧客目

線に立つて分かりやすく説明し、顧客が商品性・リスク特性等を真に理解できるよう努めることが重要である。
金融商品取引業者等の販売・勧誘のあり方に関し、投資者等から金融庁等に寄せられる情報等も踏まえ、定期的及び必要に応じ、各

業者から詳細なヒアリングを実施すること等を通じ、各業者の販売・勧誘・フォローアップ態勢等の実態把握に努めるとともに、その結果を
踏まえ、各業者に対し改善を強く促していく。
こうした観点も踏まえ、金融商品取引業者等において、顧客から信頼され、長期的な関係を構築できるよう、顧客目線に立った営業を徹

底するよう促していく。

投資信託、仕組債及びデリバティブ等のリスク性商品(為替デリバティブ商品を含む)の販売において、不招請勧誘規制の法令遵守状
況を含め、それぞれの顧客の属性に配慮した勧誘・説明態勢となっているかについて、勧誘・説明態勢に係る監督指針も踏まえづつ、重
点的に確認する。

市)

毎に行つているか、

等について重点的に検証する。

金融機関と投資者との関係は、商品を販売してしまえば終わるというものではなく、商品の販売後の丁寧な顧客管理 (アフターケア)も、
投資者との信頼関係の確保のためには不可欠である。

とりわけ、投資商品の価格変動に影響を及ぼす市場動向や発行体の信用力の変イヒ等について、顧客へ適時・的確にわかりやすい情報
を提供(投資信託においては、投資信託委託会社から販売業者等への情報提供も含む)し、投資者の理解を深め、投資判断をきめ細かく
サポートしていくこと等も重要である。中でも、高齢の顧客については、短期間に投資判断能力が変イヒする場合手1ふし,_顧客の十捏I「 十ぅ
てこまめに相談にのるなど、特に丁寧なフォローアップが不可欠である。
こうした観点から、顧客目線に立った適切な顧客管理が行われるよう促していく。
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消費者庁

「 消 費 者 安 心 戦 略 」 の 推 進
:二経済社会情勢を踏まえ、消費者の安ib・ 安全確保対策を強化 ―

第 1口●知は■||■■にやさしい珀

麟づくりに曇る日,`庁連絡奎●
資I1 6

平成25■ 9月 26曰

「消費者安心・ 安全確保
対策」の推進

OGDPの6割を占める消費の拡大は、経済成長に必要不可欠。 一方で、
多様な取引形態の出現や新たな食品・製品の増加の下で、消費者の
生命・身体や財産が脅かされるという不安が増大。

Oこのため、積極的な消費者被害防止対策の展開や、消費者被害回復
のための取組などを通じて、消費者の生命・身体・財産の安心・安全確
保に取り組む。

く『消費者被害防止対策Jの積極展開>
●消費者教育の充実
●トラカロこ遭列スクの高い

驚彗轟轟駆諭撃害籠者割
を守る「地域ネットワーク」の

<r消費者機宙回復Jのための取■>
●「消費者被害の集団的回復のための裁判手続」の構築を
始めとした消費者被害回復のための取組の充実

●地域における身近な消費生活相談体制の強化

1借鷹裏票甥滉〃童の費心
・安全磁保>

●リコール情報の周知強化による事故再発防止
●悪質商法への厳正な取締りと消費者取引の適正化

「物価・ 消費市場関連
対策」の推進

0経済金融情勢を踏まえつつ、生活関連物資等に係る物価動
向を注視する体制を強化する。また、公共料金改定や消費者
相談の充実に向けて適切な対応を確保する。
(消費の5割程度は生活必需品)

O成長戦略を踏まえ、市場における消費者と事業者の協働・
連携を支援すること年により、消費者の多様な好みやニーズ
を反映した市場の創出、消費の拡大・活性化を目指す。

<『物価関連対策Jの推遭>
●物価モニター体制の強化
●公共料金改定の際の料金の適正性の確保
●消費生活相談員の一層の質向上と養成・確保

<『消費市場関連対策Jの推遭>
●消費者と事業者との協働支援
(商品企画・開発段階での消費者の参画、
食品ロスの削減等)

●リスクコミュニケーション、風評被害対策など



。近年、高齢者の消費者被書については、その相談件数が高齢者の人口の伸び以上に増加しており、また、これまで被書に違つた高
齢者が再び狙われ被害に遭う「二次被害」も増加傾向にある (注 1)。

・また、トラブルヘの対応について、本人以外の者から相談が寄せられる場合が多く、被害に通った高齢者本人が相談に行かないこ
とが多いため、アウトリーチ (訪間支援)等の積極的な見守り対策やサポートを講じることが必要 (注 2)。

□1及び口2の出奥「平成25年版消費者自書J
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(注 1)高齢者の消費者被書の増加については、加齢や認知症等の要因により判断力が低下しつつある人が増
加していることが背景として挙げられる。
なお、認知症古齢者については、認知掟有病者藪の約440万 人と、MCl(正常と認知症の中間状態)有病

者数の約380万 人を併せると、約820万 人と推BIされている(平成22年 ).

出典:平成25年 6月 13日「社会保障制度改革国民会議事務局資料J

(注2)全国の警察は、投資絆数等の犯行グループから押収した名簿(約 120万 人
分)を使つて、名前の掲載されている高齢者に注意を呼びかける取組を実施し
ている。

消費者被害防止対策に関連する取組のスキームイメージ

各地域で消費者被害のリスクを分析 した上で、 トラブルに遭 うリスクの高い消費者 (高齢者や被害経験者等)を、
消費生活センターと地域の関係者がリスクの状況に応じて効果的・重点的に地域で見守る体制の拡充を推進。
その際、見守 り等の効果分析に基づく取組内容の改善 (PDCA)を 促進。

取組の展開 (イ メージ)

◎ 被害防止対象者 (ハィリスクの消費者)の特定

・被害に遭いやすい消費者の属性や被書内容を分析
・P10-NETで 得られる情報や、特商法執行機
関・警察等が有する情報や地域関係者からの情報
等を活用

◎  「被害防止プログラムJの実施

・対象消費者のリスクに応じた手法により、地域の

関係者が連携して「見守り」と「消費者教育」を
効果的に組み合わせた個別プログラムを実施

・必要に応じ、通話録音装置等も活用

・被害の端緒が見られたら、消費生活センターヘの

早期連絡。センターにて当該被書に対応の上、被
害拡大防止のため、関係者等に情報提供

※ 消費者庁からは、消費者教育推進会議の検討 (消費者教育のための消費生活センターの拠点化、ネットワーク
ためのコーディネーターの具体策)も踏まえ、消費者教育推進地域協議会 (消費者教育推進法第20条 )の設置に向けた
方策等を、各地での先進事例等とともに情報提供

【地域段階】消費者被害防止ネットワニク

地域関係者 関係機関

繋がりを積極的に活用



地域での先駆的取組

消費者被害防止対策の先駆的取組及びスケジュニル

スケジュール

悪質商法被害防止のための南予地方局高齢者口障害者等

官民の連携により、地域全体で高齢者及び障害者等を見守り、消費者

被害を発見したときに迅速に対応できる体制を整備

・ネットワーク構成員(高齢者や障害者の周囲にいる方(消費者団体や

介護サービス事業者、金融機関等))は、高齢者等の被害を発見・予

見したとき等に、市町の消費生活相談窓口に通報

・市町消費生活相談窓口は、通報を受けて、助言、相談、あっせん等を

実施(県消費生活センターや地域包括支援センター等とも連携)

・民間登録団体数:381(24年 7月 2日 時点)

※東予地方局、中予地方局においても同様の事業を展開

1.これまでの取組
0平成19年度～

=高齢消費者・障害消費者見守リネットワーク連絡協議会(年 1回 )

(全国規模の高齢福祉団体、障害者団体、消費者団体、関係省庁等)

0平成21年度～
・地方消費者行政活性化基金による見守り体制作りの支援

● 平成24年 8月
。「消費者教育の推進に関する法律」制定(24年 12月 施行)

0平成25年度
・高齢消費者の二次被害防止モデル事業

(電話見守り、通話録音等のモデル事業)

・地方消費者行政活性化基金のうち先駆的プログラム

(電話見守り、通話録音、自動電話遮断等の取組支援)

● 平成25年 6月
。「消費者教育の推進に関する基本的な方針」策定
(今後、各都道府県、市町村での消費者教育推進地方協議会の設置
及び消費者教育推進計画の策定を推進)

2.今後 の取組

〇● 平成 25年 9月 ～

・「消費者被害防止対策」の在り方を検討
> 関係省庁等とも議論
>消費生活相談員資格や地域の見守り体制に関する検討

〇● 平成26年度～
。「消費者被害防止対策」の見守り体制め拡充を推進
>地方消費者行政活性化基金を活用した先駆的取組の推進

注)0は見守り関係、●は消費者教育関係

事例2)札幌市
消費者被害防止ネットウーク事業

消費生活推進員が、被害の未然防止・早期発見のため、日常的に高齢

者・障害者の生活にかかわる団体・者と連携

・関係機関 (地縁組織や介護事業者等)からの依頼を受けて、「消費生

活推進員Jが訪問。相談内容に応じて、現場での助言や他機関の紹介、

消費者センター相談室への引継ぎ

・消費生活推進員は、地域での会合などでの″ミニ講座
″
を実施

・悪質事業者への指導・取締り、地域の見守り強化の観点から、北海道

警察とも連携



総 務 省
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第1回 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議

総務省の高齢者施策

平成25年 9月 26日
総務省地域力創造グループ地域振興室

O地方自治体が、3大都市目をはじめとする都市日から都市住民を受入れ、
「地域おこし協力隊Jとして委嘱。

O隊員が、住民票を員動させ、撮ね1年以上3年程度地域で生活し、地域
協力活動に従事。
※ 3年を超える滲合lt特別交付税措置はされないが、活動を続けることlt可亀

O地域おこし協力隊員 20フ団体(3府県204市町村)617人
※平成24年度特別交付税ペース

・上記の取組(隊員の募集等に要する経費、隊員の活動等に晏する経費)

が特別交付税の算定対魚
・隊員1人あたり400万円(報償費等200万円)を上限
・募集に係る経費として、1自 治体あたり200万円を上限

【概要】
・2名の地域おこし協力隊員を受け入れ(H21年 11月 ～H24年 ‖月)。

・八王子市の男性 (20歳代)、 京都市の男性(30歳代)

【活動内容】
・集落の農林業の保全と低下した集落機能の活性化。
・家屋周辺の排●補助や住民の生活支援、周辺の環境保全。
・地域資源発掘イベントの企画、運営。
【ポイント】
・高齢者集落に隊員が居住し、低下し
た集落機能の活性化と住民との信頼
関係構築を図る。
・集落は隊員の生活支援や伝統行事
の復活、地域特性を利用した農林業の
活性化と定住化の促進を図る。

【概要】
・高齢化率50%以上の集落を対象に6名 の集落支援員を設置。
【活動内容】
・集落巡回、広報だよりの作成、集落点検カルテの作成。
・■かきを手伝つてくれる有志をリスト1ヒし、集落内で助け合う仕組
みづくり。
・地域資源発掘イベントの企画、運営。
【ポイント】
・イベントの準備など、足手まといに
なるからと参加を遠慮していたお年
寄りに、出来ることを分担し、準備
から参加してもらうことで、生きがい
を作る。
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: 高齢化により生活機能が低下し、人口減少により地域の支援機能も低下している状況下で、コミ
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yttFを活用しながら生活
 |:支援サービスを継統的に展開する取り組みをモデル事業として調査し、持続可能な課題解決モデル
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地城の集会所まで配遣す0 住民の買い物ニーズを集約して商品配違。

メ″ ト
>あえて集会所まで出る機会を作り、孤立化を防止。コミュニティの活性化。

メク ト
>スーパーの撤退により、買い物に不自由するという住民ニーズに対し、地

域住民が自ら活動を開始。
>地域の交流拠点としての役割.

● NPO法人が、地域の住民協饉会等と協力しながら配食
サービスを実施。

メ″ ´
>全体のニーズを集約.

>耕作放素地を活用して裁培した野菜を使うなど、住民の複合的なニーズ
にも対応。

住民のニーズに基づき地域共助組織による●おろし支援。

メル ´
>近隣有志の空き時間を活用。
>除■活動だけでなく、見守り支援、買い物支援機 合的に展開。

「経済財政運営と改革の基本方針」
(平成25年 6月 14日 閣議決定)(抄 )

「 また、過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不
利地域においては、航路、航空路等を含めた必要な交通
基盤を維持するとともに、民間活力を導入しながら生活支
将饉佳乃パ申仕口肇葬確保:_生菫の活性化多ロス_J

≧覇国期堕圏堕立愛性1即國重l位全轟鼻轟 =鳳をr… :

1聰器鰤 鵬 躙 」|

:支援することにより、生活支援機能や定住環境を確保。   :

|<概要>                      |
: 高齢化や人口減少に伴い地域の生活機能や支援機能が低 |
:下する中、コミ・

~テ
ィビジネスの手法による生活支援サービ :

:スの経続的な展開を支援。               |

くふさわしい生活支援腱能ビジネス>
・交通 (通院、通学、買物)・安否薔巴・宅配、買物代行・配食・子青て支援
・清掃、車取り 。家屋補修・■1ヒ製品修理・理羮書・田畑、山林の管理補助 等

撤退したスーパーの跡地を利用し、地域協議会が地増交流型スー
バーを運営。買い物が困難な地域住民から購入ニーズを聴き取り、
移動販売事業も実施。
安全確認や悩み相談受付等を一体で実施するケースもある。

|【左】山口県山口市地福地区の販売拠点「トイトイJの店内写真 |

|【右】「トイトイJ内の交流スペース              |

高齢者のみの世帯に対し、自治会を基本とする地域の共助組織
が、口下ろしや買い物・通院の移動等を支援。
共助組織は、地域外の家族に対する見守り結果の報告等も実施。

|【左】口下ろし支援の写真      【右】買い物・通院の移動支援  |



:CTを活用した新たな街づくり
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放送と通信の融合による、地域力・地域連携を活かした災書に強い籠島プロジェクト

徳島県、美波町、日本テレビ放送網 (株 )、 四国放送 (株 )、 (学)阿南高専、
NPOグ リーンパ レー、 (株)テ レコメディア、NTT空間情報 (株 )

徳島県海部郡美波町

高齢者支援、災害対策支援、地域活性化という地域が抱える課題を解決するため、放送と
通信を融合した「Jo:nTV」 を導入し、住民の身近なデバイスであるテレビやスマー トフォ
ンを通じた見守り等の高齢者支援や災害情報の配信等を実現する。



ICTを活用した見守りの街糸島

糸島市、国立大学法人 九州大学、独立行政法人 国立高等専門学校機構 Jヒ九州工業高等
専門学校、財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 社会システム実証センター、公益財団
法人九州大学学術研究都市推進機構、株式会社 三好不動産

福岡県糸島市

災害に強く、子供・高齢者・買い物難民等を見守れる街づくりを実現するため、子供・高齢者を中
心として希望する市民25′000人に:Cカードを配布し、学校の校門に設置したゲートやバスに設置
したリーダ等により、必要に応じて様々なタイミングで、動態情報を収集、それを活用して見守り
や御用聞きサービス、オンデマンド交通、防災ヨ1練等を実施。緊急時には安否確認、子供の引
渡し、避難誘導等に活用する。
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地方公共団体等との協餞、受託によるもの① (参考)

○ ひまわリサービスは、日本郵便株式会社が社会貢献の一環として、過疎地域の高齢者を対象に、配
達業務と同時に無償で実施。

○ その他、過疎地域に限定しないサービスとして、地方公共団体からの委託を受けて高齢者の生活状
況を確認し、書面で報告する等のサービスを有償により実施。

1ひまわリサービス

【概要】

0ひまわリサービスは、過疎地域における70歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者夫婦世帯を対象とし
た在宅福祉サービス(無償)。

○過疎地域の地方公共団体、社会福祉協議会等と協議の上実施。平成9年開始、平成25年 3月 末現在、
85局 (100自治体)で実施中。

その他にも、次のサービスがあります。

・励ましメッセージのお届け
小学生等が書いた励ましのメッセージを、郵便
により対象世帯へお届けする。

・生活用品等の配違サービス

生活用品等を注文するはがきを受け取り、ゆう
パックで注文品をお届けする。

猥 氏 N●L●あて

…

tE・
する艤に、「お元気ですか」など働ましや
いたわりの声かけを行う。



地方公共団体響との協日、受託によるもの②  (参考)

2地方公共団体受託業務(高齢者の生活状況確認等)

【概要】

0有償により高齢者の生活状況確認等を実施(地域の限定はなし)。  、
O平成25年3月 末現在、25局 (29市町村)で実施中.

〔●考〕現在受籠中のサービス・メニュー

●

…

翻

ぽ̈

配違担当者が高齢看宅に
定期的に立ち寄り、日●●
の日書の貸出し等の受付。

外務担当社員が廃楽物の不法投薬梅 いか、
市町村指定の場所を定期的に見回り。

外務担当社員が高齢者対彙者宅に定期的
(月 に1-2回程度)に立ち寄り、生活状況
を確認し、市町村に報告。

o露熙目耀
き取り、



法テラスにおける司法ソーシャルワーク
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〔司法ソーシャルワークとは〕
自ら法的援助を求めることが難しい高齢者・障がい者等について,福祉機関等との連携を強化し,同機関から情報を得るなどして,

被援助者にアウトリーチし,法的問題点については弁護士等,福祉的問題点については福祉担当者がそれぞれ担当して,全体として

:弁護士 :

｀‐
■
‐″

(

〔法テラスの機能〕
・法的問題への対応
・連携の確保・強化

問題点と課題

① 福祉サイドに弁護士等とのネットワークがない
⇒ 福祉サイドから法的援助につなげることが困難

② 関係機関との連携構築や連絡対応等通常事件以上に業務量が多い
被援助者が認知能力に問題を有するなど事件自体困難な場合が多い
⇒ これに見合つた報酬が見込めず,一般弁護士を主要な担い手と
することは困難

0民 間に委ねても,適切な実施濫 めない。
O超 高齢社会を迎え,全国均質的なサービス提供の実施が必要

⇒ 国が責任を持つてサービスを提供する必要あり

①

　

②

③

法テラスが司法ソーシャルワークを担う必要

法テラスは関係機関との連携を業務とする国が設立した法人
⇒ 信用性が高く,公的機関との連携がしやすい

全国に事務所を有する
⇒ 全国均質的なサービス提供が可能
⇒ 地域間の連携も可能
主たる担い手としてスタッフ弁護土を擁する
⇒ もともと関係機関との連携意識が高く,連携を要する業務
に慣れている

⇒ 給与制であり,報酬に関する問題が支障とならない



特彙 法テラス・新しい領崚への挑戯

な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

「な
続
本
」
も
だ
。
夢

見
た
こ
ろ
の
本
が
い
つ
ば
い
重
な
つ
て
い
た
。

結
婚
前
、
法
律
出
版
社

て
い
た
彼
女
の
気
を
引
く
た
め
、
「国

て
い
る
ん
だ
」
と
法
律
演
習
本
を
随

分
買
い

れ
が
と

だ
嶋
数
年
前
を
思
い
出
し
た
。
そ

奏
が
他
界
し
て

裏

響

一、

に
は
、
ヨ

酪^
試
験
』

て
い
る

い
の
で

々
へ
』

あ
る
。」
（向
江
嘩
悦

（法
学
書
腕
、
改
訂
２８
版
、

と

い

う
著
書
を
読
ん
で
、
「妻
に
苦
労
か
げ
つ

け
る
こ

と
可
法
試
験
を
あ
き
ら
め
た
こ
と
な

思
い
出
し
た
。

奇
し
く
も
、
自
分
が
あ
き
ら
め
た
弁
護
士
と

一
緒
に
な
つ
て
住
民
の
た
め
に
仕
事
が
で
き
る

こ
と
は
、
私
に
と
つ
て

「初
思
」
貫
微
に
思
い

と
て
も
幸
せ
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
法
テ
ラ
ス
は
枠
な
仕
事
を

し
て
い
る
と
、
頭
も
し
く
思
っ
た
。

住
民
の
た
め
、
「法
テ
ラ
ス
南
三
陸
職
員

一

岡
」
被
災
者
の
た
め
に
今
日
も
が
ん
ぼ
る
ぞ

（き
く
ち

・
せ
い
い
ち
）

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

弁
護
士
に
な
る
た
め

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
は
何
外

■
Ｅ

Ｉ

善

ζ

晏

楽

菫

熙

ｉ

里

大

田

一　

現
場
で
お
こ
っ
て

い
る
こ
と

１
　
日
々
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と

自
分
の
想
像
力
は
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
の

か
。
日
々
、
イ
ン
テ
リ
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
と

だ
け
し
か
交
流
せ
ず
、
世
の
中
を
分
か
っ
た
気

に
な
っ
て
、
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ

け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
想
像
カ

の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
、
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し

て
い
る
人
た
ち
に
、
自
分
は
ど
れ
だ
け
目
を
向

け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

弁
酸
士
に
な
っ
た
の
は
８
年
ち
ょ
っ
と
前
。

で
も
、
こ
の
目
、
毎
日
の
よ
う
に
現
場
で
思
い

知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
ん
な
こ
と
ば
か

り
だ
。

２
　
ひ
と
つ
の
事
件
か
ら

ひ
と
つ
、
具
体
例
を
出
し
て
話
を
進
め
よ

■ヽ

Ｘ
さ
ん
は
軽
魔
知
的
障
が
い
を
も
つ
“
歳
代

の
女
性
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
清
掃
員
や
警
僣

員
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
月
８
万
円
程
度

の
■
入
を
得
て
生
活
し
て
き
た
。　
　
．

Ｘ
さ
ん
は
、
人
な
つ
こ
い
性
格
も
あ
っ
て

か
、
人
か
ら
何
か
を
頼
ま
れ
る
と
断
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

Ｘ
さ
ん
に
は
、
Ю
歳
代
後
半
の
画
幾

（父

Ｙ
、
母
Ｚ
）
が
お
り
、　
一
緒
に
一
軒
察

（生
記

簿
上
父
Ｙ
名
義
）
に
住
ん
で
い
る
。
ま
た
Ｘ
さ

ん
に
は
配
儡
者
Ｗ
が
い
る
が
、
あ
ま
り
家
に
寄

り
つ
い
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
あ
る
日
、
父

Ｙ
が

「お
前
も
そ
ろ
そ
ろ
納
崎
し
な
い
と
ダ
メ

だ
」
と
言
っ
て
Ｗ
を
連
れ
て
き
た
の
で
、
Ｘ
さ

ん
は
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
そ
う
だ
。
Ｘ
・
Ｗ

間
に
は
、
８
歳
に
な
る
子
Ｖ
が
い
る
が
、
子
Ｖ

は
、
児
童
相
談
所
に
保
護
さ
れ
、
ず
っ
と
施
設

で
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
。　
　

，

Ｘ
さ
ん
一
家
は
、
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い

た
。
代
表
的
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
だ
。

司法ソーシャルワークとは何か

田 Xさんの親餞、同口人

M●●らば

“
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こ
の
案
件
は
、

一
家
の
誰
か
が

「法
律
相
談

を
し
た
い
」
と
い
つ
て
私
の
と
こ
ろ
へ
来
た
も

の
で
は
な
い
。
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
Ｘ
さ
ん

一
家

の
現
状
を
知
る
に
至
っ
た
福
社
関
係
者
が
、
私

の
と
こ
ろ
へ
と
持
ち
込
ん
で
き
た
も
の
だ
。
し

か
も
、
前
記
の
問
題
は
、
あ
と
か
ら
調
べ
て
分

か
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
、
Ｘ
さ
ん

一
家
の
誰
も

が
問
題
と
は
思
っ
て
い
な
い
様
子
だ
っ
た
。

３
　
気
づ

い
て
い
な
い
私
た
ち

こ
の
よ
う
な
事
件
は
、
け
つ
し
て
レ
ア
タ
ー

ス
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
死
挙
し
だ
し
た
ら
キ

リ
が
な
い
く
ら
い
に
、
こ
の
種
の
事
案
は
存
在

し
て
い
る
。

「年
金
を
搾
取
さ
れ
て
い
る
」
、
「事
業
が
で

き
る
と
妄
想
し
て
、
多
額
の
融
資
を
受
け
た

が
、あ
つ
と
い
う
間
に
事
業
が
頓
挫
し
た
」
、
コ
犠

居
高
齢
者
が
投
資
酢
欺
被
害
に
あ

つ
て
い

る
」
、
「高
齢
者
が
入
院
し
た
と
た
ん
、
近
隣
住

民
が
通
帳
を
管
理
し
は
じ
め
た
」
、
「生
活
苦
で

医
療
費
を
支
払
え
な
く
な
り
、
糖
尿
病
が
悪
化

し
て
失
明
し
た
」
、
「ゴ
ミ
屋
敷
に
住
ん
で
い
る

高
齢
者
に
対
し
て
、
証
券
マ
ン
が
怪
し
げ
な
取

引
を
さ
せ
て
い
る
」
。

ど
の
条
件
に
も
紛
争
の
臭

い
が
多
分
に
あ

る
。
弁
護
士
と
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
で

一
番
の

問
題
に
な
る
の
は

「な
ぜ
か
当
事
者
が
声
を
あ

げ
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
人
は
、
そ
も

そ
も
被
害
意
識
が
な
か
っ
た
り
す
る
。
あ
る
人

は
、
意
思
疎
通
が
困
難
だ
つ
た
り
す
る
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ど
こ
ろ
か
、
テ
レ
ビ
も
新
聞
も
み

ら
れ
な
い
環
境
に
あ
っ
た
り
し
て
、
世
間
か
ら

隔
離
さ
れ
た
環
境
に
住
ん
で
い
た
り
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
い
つ
た
ケ
ー
ス
の

ほ
と
ん
ど
で
は
、
弁
護
士
が
何
を
す
る
人
な
の

か
、
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
換
言
す

れ
ば
、
ど
ん
な
に
法
律
事
務
所
の
宣
伝
を
し
て

み
た
と
こ
ろ
で
、
弁
護
士
の
も
と
に
は
来
て
く

れ
な
い
。

現
在
、
日
本
の
人
口
の
６
～
７
％
に
は
、
何

ら
か
の
障
が
い
（身
体
、
知
的
、
精
神
、
発
達
）

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
日
の
厚

生
労
働
省
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
認
知
症
高
齢
者

の
数
も
３
０
０
万
人
を
超
え
た
と
い
う

（な

お
、
こ
の
認
知
症
高
齢
者
の
大
部
分
は
、
障
が

い
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
点
に
も

注
意
が
必
要
だ
。）
。

こ
の
よ
う
に
、
統
計
を
み
る
だ
け
で
も
、
相

当
数
の
方
に
判
断
能
力
の
低
下
が
み
ら
れ
る
は

ず
な
の
だ
。
し
か
も
、
そ
の
多
↑
は
、
地
域
生

活
を
送
り
な
が
ら
、
ひ
つ
そ
り
と
様
々
な
被
害

に
あ
っ
て
い
た
り
す
る
．

た
ぶ
ん
、
私
た
ち
（こ
こ
で
は
、
私
を
含
め
、

本
誌
を
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
方

々
を
指

す
。）
は
、
そ
の
被
害
事
実
を
ほ
と
ん
と
知
ら

ず
に
い
て
、
そ
れ
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
な
イ
ン
テ

リ
の
世
界
で
日
々
の
生
活

・
を
送
っ
て
い
る
の
だ

と
思
う
。

と
出
向
い
て
い
っ
て
、
相
談

。
支
援
を
行
う
こ

と
」
を
い
う
「
「外

へ
手
を
伸
ば
す
」
と
い
う

意
味
の
英
語

↑
注
〓
２
）

を
語
源
と
し
て

い
る
よ
う
だ
。

福
祉
現
場
で
は
、
日
々
、
そ
の
実
践
が
試
み

ら
れ
て
き
た
。
我
々
弁
護
士
も
、
高
齢
者

。
障

が
い
者
分
野
の
み
な
ら
ず
、
被
災
地
支
援
分
野

な
ど
で
、
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
に
相
当
す
る
活

動
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

３
　
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
が
手
む
危
険
性

も

つ
と
も
、
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
は
、
そ
の

弁
護
士
職
城
拡
大
の
側
面
だ
け
を
強
調
す
る

と
、
ア
ン
ピ
ュ
ラ
ン
ス
チ
エ
イ
サ
ー

（欧
米
で

救
急
車
の
後
を
追
っ
て
交
通
事
故
被
害
者
と
接

触
し
、
そ
こ

，から
事
件
受
任
を
す
る
弁
護
士
）

と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
点
に
は
、
十
分
な
注
意
が
必
要
だ
。

判
断
能
力
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
方
の
案
件

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「法
的
問
題
だ
け
を
切

り
取
っ
て
、
そ
れ
だ
け
解
決
す
れ
ば
十
分
」
な

ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

冒
頭
で
示
し
た
事
案
に
即
し
て
考
え
て
み
る

と
、
Ｘ
．、
父
Ｙ
、
母
Ｚ
そ
れ
ぞ
れ
の
多
重
債
務

に
つ
い
て
、
自
己
破
産
申
立
て
や
任
意
整
理
と

い
っ
た
通
常
の
使
務
整
理
事
件
の
処
理
を
す
る

だ
け
で
は
、
事
案
解
決
と
し
て
ま
つ
た
く
足
り

:|「

:

二
　
司
法
ア
ク
セ
ス
改
善
に
向
け
た
、

取
組
と
そ
の
展
開

１
　
弁
護
士
過
疎
解
消
へ
の
取
組

こ
う
い
っ
た
実
態
を
、
司
法
ア
ク
セ
ス
論
か

ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

こ
の
間
、
日
弁
連
や
法
テ
ラ
ス
が
過
疎
地
域

に
弁
護
士
を
派
遣
し
、
司
法
過
疎
解
消
に
向
け

た
取
組
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

私
も
法
テ
ラ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
と
な
り
、

平
成
２２
年
５
月
ま
で
岐
阜
県
可
児
市
に
赴
任
し

て
い
た
。
　

・

赴
任
し
て
実
際
の
活
動
を
し
て
み
る
と
、
「司

法
ア
ク
セ
ス
の
問
題
は
、
ど
う
も
弁
護
士
の
頭

数
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
」
と
い
う
．ｔ

と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
福
祉
関
係
者

た
ち
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
案
件
が
次
々
と
持

ち
込
ま
れ
る
よ
す
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
こ
に

は
、
弁
霰
士
の
頭
数
の
問
題
と
は
別
に
、
「近

く
に
弁
護
士
が
い
て
も
、
ど
う
し
て
も
弁
霧
士

に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
」
と
い
う
問
題
が
厳
然

と
存
在
し
て
い
た
。

こ
こ
で
整
理
を
し
て
み
る
と
、
司
法
過
疎

・

司
法
ア
ク
セ
ス
問
題
は
、
実
際
に
は
以
下
の
二

つ
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

麟
劉
劉
融
則
釧
伽
刺
里

私
は
、
平
成
２２
年
６
月
以
降
ｔ
東
京
で
弁
護

士
活
動
を
続
け
て
い
る
。

・こ
の
う
ち
の

「０
事

件
過
疎
の
問
題
」
は
、
こ
の
東
京
に
お
い
て
も

厳
然
と
存
在
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
多
数
の
弁
護
士
が
登
録
し
て
い
る
東
京
で

も
、
高
齢
者

。
障
が
い
者
を
中
心
と
し
て
、
弁

護
士
に
ア
ク
セ
ス
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
し
か
も
、
よ
り
最
前
線
の
現
場
で

活
動
を
さ
れ
て
い
る
福
祉
関
係
者
で
す
ら
、
間

題
を
抱
え
た
家
庭
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ず
、
四
苦

八
苦
し
て
い
る
と
い
■ヽ

２
　
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
は

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
弁
護
士
会
界
隈

で
、
近
年
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
い
う
発
想
が
広

が
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
は
、
元
々
福
祉
用
語
で
あ

り
、
「相
談
機
関
が
相
談
を
待
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
相
談
機
関
側
か
ら
依
頼
者
の
も
と
ヘ
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な
い
．
３
人
が
、
ど
う
し
て
多
重
債
務
状
態
に

な
つ
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
採
っ
た
上
で
、
そ

れ
を
除
去
す
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
、
再
ぴ
３

人
は
多
重
債
務
状
態
に
陥
つ
て
し
ま
う
可
能
性

が
極
め
て
高
い
。
保
佐

・
補
助
を
開
始
し
た

り
、
社
会
福
社
協
議
会
の
日
常
生
活
自
立
支
援

事
業
を
用
い
た
り
し
て
、
今
後
、
困
窮
状
態
に

陥
ら
な
い
よ
う
な
工
夫
を
す
る
必
要
も
あ
る
だ

ろ
■ヽ

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
事
例
の
う
ち
の
「債

務
整
理
」
と
い
う
法
的
側
面
ひ
と
つ
を
取
り
上

げ
て
み
る
だ
け
で
も
、
「
３
人
が
地
域
で
債
務

と
無
縁
の
生
活
を
送
つ
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ

う
な
支
援
が
必
要
な
の
か
」
、
「そ
の
た
め
に
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
べ
き
な
の

か
」
と
い
っ
た
点
が
よ
く
よ
く
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
３
人
が
再
び
多
重
債
務
に
陥

る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
れ
ば
、
再
度
弁
護
士
が

債
務
整
理
事
件
を
受
任
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け

で
、
弁
護
士
だ
け
が
働
か
る
、
と
い
う
結
果
を

招
く
。

こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
抱
え
て
い
る
様
々

な
生
活
上
の
問
題

・
課
題
の
中
か
ら
、
法
的
問

題
だ
け
を
単
独
で
取
り
出
し
て
強
引
に
解
決
さ

せ
る
と
、
誰
も
が
望
ま
な
い
よ
う
な
結
末
を
迎

え
て
し
ま
う
こ
と
が
結
構
あ
る
。

ま
た
、
は
じ
め
の
う
ち
に
み
え
て
い
た
法
的

問
題
と
は
別
の
法
的
問
題

。
課
題
が
後
か
ら
分

か
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
本
人
の
主
訴
と
は

生
活
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
方
な
ど
に
対

し
て
、
本
人
、
家
族
、
友
人

・
知
人
、
各
種

施
設

。
制
度
、
そ
の
他
周
囲
の
環
境
な
ど
に

働
き
掛
け
て
調
整
し
、
そ
の
本
人
が
よ
り
生

き
や
す
い
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
。

あ
ま
り
難
し
い
話
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
福

祉
事
務
所
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
生
活
保
護
受

給
と
あ
わ
せ
て
、
そ
の
他
様
々
な
生
活
課
題
を

解
決
す
る
べ
く
努
力
す
る
。
例
え
ば
、
役
所
の

高
齢

・
障
が
い
担
当
職
員
が
、
当
事
者
の
方
の

た
め
に
相
識
に
乗
っ
た
り
、
必
要
な
援
助
を
し

て

い
く
―
―
福
祉
関
係
機
関

の
方

々
が
、

日
々
、
現
場
で
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
く

が

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
タ
」
な
の
だ
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
尊
敬
す
べ
き
弁
護
士
の
先
輩
方
の
一
部
も

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
を
し
て
き
た
。

例
え
ば
、
成
年
後
見
事
件
に
お
い
て
、
十
分

な
身
上
監
護
活
動
を
す
べ
く
努
力
す
る
．
情
状

弁
護
事
件
で
、
当
事
者
の
家
族
関
係
や
被
害
者

と
の
関
係
を
調
整
し
て
、
社
会
復
帰
後
に
生
活

し
や
す
い
環
境
を
創
り
出
す
。
弁
護
団
を
組
ん

で
、
人
権
侵
害
さ
れ
て
い
る
方
々
の
問
題
を
解

決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
制
度
が
お
か

し
い
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
運
動
を
起
こ
し
た
り

ロ
ピ
ー
活
動
を
し
た
り
し
て
、
制
度

。
法
律
な

ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
に
核
心
的
問
題
が
あ

っ
た
り
も
す
る
。
判
断
能
力
の
関
係
で
、
本
人

が
事
実
関
係
を
う
ま
く
伝
え
た
り
、
問
題
の
整

理
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
苦
手
な
の
だ
か
ら
、

こ
の
点
は
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
る
。
そ
こ

で
、
本
人
の
み
な
ら
ず
福
祉
関
係
者
ら
と
も
十

分
に
協
働
し
て
、
十
分
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継

続
し
な
が
ら
、
解
決
す
べ
き
課
題
を
捨
つ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
人
の
生
活
状
況
や
そ
の
課

題
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
歴
、
家
族
関
係
な
ど
、

本
人
の
生
活
全
体
に
十
分
な
日
配
り
を
し
て
い

か
な
い
と
、
有
効
な
本
人
支
援
が
で
き
な
い
。

様
々
な
法
的
問
題
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
も
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
本
人
の
生
活
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
十
分
に
吟
味
を
し

た
上
で
方
針
を
立
て
て
い
か
な
い
と
、
適
切
な

解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
　
・

こ
う
し
て
み
る
と
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
は
、
こ

の
よ
う
な
包
括
詢
事
案
解
決

・
問
題
解
決
た
め

の
端
緒
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
が
お
分
か
り
い

た
だ
け
る
と
思
う
。

ど
を
変
え
て
い
く
―
―
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ

も
、
ま
ぎ
れ
も
な
い

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」

な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
自

ら
司
法
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有

し
て
い
た
り
、
少
な
く
と
も
自
ら
の
被
害
を
訴

え
る
こ
と
が
で
き
る
方
々
を
も
っ
ば
ら
の
対
象

と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
こ
で
、
可
法
関
係
者
が
行
う
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
を

「司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
た
い
．
こ
れ
ま
で
私
が
述
べ
て
き

た
こ
と
は
、
コ
場
域
で
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に

生
活
さ
れ
て
い
る
社
会
的
弱
者

（多
く
は
高
齢

者

。
障
が
い
者
）
に
対
し
て
、
こ
の

一司
法
ソ

ー
シ
ヤ
ル
ワ
ー
ク
』
を
及
ぼ
し
て
い
け
な
い

か
」
と
い
う
問
題
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
　
司
法
ツ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
際

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
具
体
的
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
い
た
だ
く
ぺ
く
、
冒
頭
の
事
案
に

即
し
て
、
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
態
を

紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
■ヽ

Ｘ
、
父
Ｙ
、
母
Ｚ
の
①
多
重
債
務
問
題
、
②

自
宅
抵
当
権
問
題
、
０
年
金
Ｅ
保
融
資
問
題
に

つ
い
て
は
、
過
払
金
が
そ
れ
な
り
に
回
収
で
き

た
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
任
意
整
理
し
た

（こ

こ
ま
で
は
、
弁
護
士
の
事
件
処
理
と
し
て
難
し

〓
一　
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
可

能
性

１
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
は

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に

「
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

本
稿
の
表
題
に
も
な
つ
て
い
る

「
ソ
ー
シ
ヤ

ル
ワ
ー
ク
」
と
は
、
い
つ
た
い
何
か
。
国
際
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
連
翼

（Ｉ
Ｆ
Ｓ
Ｗ
）
の
定
義

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
専
門
職
は
、
人
間
の

福
利

（ウ
エ
ル
ビ
ー
ン
グ
）
の
増
進
を
目
指

し
て
、
社
会
の
変
革
を
進
め
、
人
間
関
係
に

お
け
る
問
題
解
決
を
図
り
、
人
び
と
の
エ
ン

パ
ヮ
ー
メ
ン
ト
と
解
放
を
促
し
て
い
く
。
ソ

ー
シ
■
ル
ワ
ー
ク
は
、
人
間
の
行
動
と
社
会

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
理
論
を
利
用
し
て
、
人

び
と
が
そ
の
環
境
と
相
互
に
影
響
し
合
う
接

点
に
介
入
す
る
。
人
権
と
社
会
正
機
の
原
理

は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
拠
り
所
と
す
る

基
盤
で
あ
る
。

正
直
、
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
分

か
り
に
く
い
．
そ
こ
で
、
誤
解
を
恐
れ
ず
、
こ

れ
を
私
な
り
に
意
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
定

義
に
な
る
。

い
問
題
で
は
な
い
。）
。
そ
の
上
で
、
④
父
Ｙ
、

母
Ｚ
の
判
断
能
力
が
心
酢
な
い
問
題
ｔ
Ｏ
父
Ｙ

の
無
計
画
な
買
い
物
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
の
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
に
つ

な
げ
て
、
そ
の
生
活
相
談
員
が
一
緒
に
預
金
管

理
を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
③
Ｘ
の
判
断
能
力

が
心
許
な
い
と
い
う
問
題
、
Ｏ
第
二
者
Ａ
の
金

銭
搾
取
問
題
、
③
第
二
者
Ａ
の
携
帯
電
話
搾
取

問
題
に
関
し
て
は
、
医
師
か
ら
補
助
相
当
と
の

診
断
を
得
て
、
Ｘ
の
補
助
人
選
任
申
立
て
及
び

そ
の
審
判
前
保
全
処
分
を
申
し
立
て
る
と
と
も

に
、
す
ぐ
さ
ま
第
三
者
Ａ
に
対
し
て
金
銀
搾
取

を
止
め
る
よ
う
に
交
渉
を
開
始
し
た
。
あ
わ
せ

て
、
Ｘ
の
補
助
開
始
の
判
断
を
ひ
つ
さ
げ
て
役

所

。
警
察
と
も
連
携
し
て
第
二
者
Ａ
の
排
除
に

乗
り
出
し
、
最
終
的
に
第
二
者
Ａ
は
自
主
的
に

退
去
し
た
。
こ
の
際
、
そ
の
義
父
Ｂ

（高
齢
で

あ
つ
た
。）
の
帰
住
先
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
受
入
先
施
設
の
段
取
り
を
組
ん
だ
。
①
ゴ
ミ

屋
吸
問
題
に
つ
い
て
は
、
父
Ｙ
に
要
介
護
認
定

を
出
し
て
も
ら
つ
て
、
定
期
的
に
ヘ
ル
パ
ー
が

身
の
回
り
の
掃
除
な
ど
を
す
る
よ
う
に
な

っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、　
一
家
の
様
子
を
定
期
的

に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
き
る
よ
う
に
も
な
り
、
な

ん
ら
か
の
「お
か
し
な
動
き
」
が
み
つ
か
れ
ば
、

役
所
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
警
察
一
ヘ

ル
パ
ー
事
業
所
ヽ
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
、
弁
護
士
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ら
の
テ
ー
ム
で
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
つ
た
。

そ
の
後
も
、
第
二
者
Ａ
が
ス
キ
を
み
て
Ｘ
に

ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
た
り
、
そ
の
た
め
Ｘ
が
ス

ト
レ
ス
で
倒
れ
て
入
院
し
て
し
ま
つ
た
り
、
い

つ
の
ま
に
か
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
り
、
父
Ｙ
が
腰
捕
で
動
け
な

く
な
つ
た
り
、
母
Ｚ
も
通
信
販
売
で
無
計
画
に

お
金
を
使
い
出
し
た
り
、
Ｘ
の
恩
師
と
称
す
る

Ｃ
が
出
て
き
て
Ｘ
宅
の
テ
レ
ビ

。
ビ
デ
オ
デ
ツ

キ
を
持
ち
去
っ
た
り
、
Ｘ

。
Ｗ
間
の
夫
婦
仲
が

悪
く
な
っ
た
り
、
過
去
に
も
Ａ
の
よ
う
な
第
二

者
Ｄ
が
住
み
着
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
り

…
…
と
様
々
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
生
じ
た
が
、

弁
護
士
を
含
め
た
関
係
機
関
が
タ
ツ
グ
を
組
ん

で

一
家
の
地
域
生
活
を
支
え
て
い
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
弱
者
と
い
わ
れ
る

方
々
へ
の
法
的
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
司
法
ヘ

の
ア
ク
セ
ス
場
面
か
ら
事
件
解
決
場
面
に
至
る

ま
で
、
当
事
者
の
生
活
状
況
や
生
活
課
題
に
十

分
な
日
配
り
を
し
つ
つ
、
福
祉
関
係
者
ら
と
協

働
し
て
問
題
の
解
決
を
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
．
ま
た
、
そ
う
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
て
く

る
と
、
福
社
関
係
者
サ
イ
ド
か
ら
も

「司
法
は

い
ろ
い
ろ
と
使
え
る
じ
ゃ
な
い
の
」
、
「当
事
者

を
め
ぐ
つ
て
ち
ょ
つ
と
お
か
し
な
話
が
出
て
き

た
ら
、
早
い
段
階
で
弁
護
士
に
相
談
し
て
み
よ

う
か
し
ら
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
ら
え
る

よ
う
に
も
な
る
。
な
る
べ
く
早
い
段
階
で
弁
級

士
に
つ
な
げ
て
も
ら
え
れ
ば
、
こ
し
れ
な
い
う

ち
に
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

３
　
今
後
に
向
け
て

こ
の
よ
う
に
、
常
日
頃
か
ら
優
秀
な
福
祉
関

係
者
の
方
々
と
協
働
し
、
十
分
に
相
談

。
議
論

を
し
な
が
ら
、
困
難
を
抱
え
つ
つ
生
活
を
し
て

い
る
方
々
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
試
行
錆
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
現

場
で
七
転
八
倒
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

福
祉
関
係
者
と
協
働
す
る
と
い
う
こ
と
は
ヽ

自
分
の
仕
事
が
福
祉
関
係
者
に
い
つ
も
み
ら
れ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
．
弁
護
士
と

し
て
、
依
頼
者
の
た
め
に
な
ら
な
い
よ
う
な
行

動
を
と
れ
ば
、
依
頼
者
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

福
祉
関
係
者
か
ら
も
信
頼
を
失
う
。
当
事
者
や

そ
の
家
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
福
祉
関
係
者

と
も
十
分
に
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
つ

て
、
チ
ー
ム
と
し
て
当
事
者
の
地
域
生
活
を
支

え
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
を
し
て
い
く
必
要
が
あ

Ｚり。今
後
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
司
法
ソ
ー
シ
ヤ

ル
ワ
ー
タ
の
取
組
を
広
げ
て
い
け
る
の
か
。
そ

の
た
め
に
は
、
人
員
面

・
予
算
面

。
制
度
面
等

で
ど
の
よ
う
な
制
度
構
築
が
あ
り
得
る
の
か
。

課
題
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
現
場
か
ら
の
声
を
あ
げ
つ
つ
、
よ
り
よ
い

制
度
構
築
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
尽
力
し
た

い
と
思
う
。

（お
お
た

。
あ
き
ひ
ろ
）

法
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
住
渡
は
専
門
職
が

少
な
い
反
面
、
支
援
者
同
士
の
顔
が
見
え
や
す

い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
形
で
連
携
す
る
こ
と
で

マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
を
補
っ
て
い
る
。

〓
一　
後
見
過
疎
の
顕
在
化

佐
波
市
は
、
・労
働
人
口
が
減
少
す
る
一
方
で

１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
増
加
し
続
け
て
い
る

（平
成
２
年
の
高
齢
化
率
３６
・
３
％
）
。
ま
た
、

虐
待
問
題
や
親
族
ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
る
ケ

ー
ス
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
後
見
人
等
と

し
て
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
な
ど

の
専
門
職

（
い
わ
ゆ
る
第
二
者
後
見
人
）
が
選

ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
法
テ
ラ
ス
佐
渡
が
関
係
団
体
の

協
力
を
得
て
、
平
成
２３
年
６
月
に
福
祉
団
体
や

専
門
職
等
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た

と
こ
ろ

窪
↓
、
第
二
者
後
見
人
等
の
需
要
は

増
加
す
る
一
方
、
受
け
皿
と
な
る
専
円
職
の
供

給
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

つ
た
。
す
な
わ
ら
、
平
成
２２
年
度
に
お
け
る
要

支
援
者
数

屋
こ

延
ぺ
１
２
５
５
人
の
う
ち
、

今
後
数
年
間
で
５０
人
の
第
二
者
後
見
人
が
必
要

と
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
２３
年

６
月
時
点
で
は
最
大
で
も
２９
人
ま
で
し
か
第
二

者
後
見
人
を
引
き
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
の
で
あ
る

餞
こ
．

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

成
年
後
見
制
度
拡
充
に
向
け
た

「佐
渡
モ
デ
ル
」
の
提
案

一
　

は

じ
め

に

法
テ
ラ
ス
佐
渡
は
、
佐
渡
市
役
所
佐
和
田
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
２
階
を
固
借
り
し
て

い
る
。
同
庁
舎
内
に
は
、
市
役
所
窓
口
、
社
会

福
社
協
議
会

（社
協
）
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

（包
括
）、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
が
あ

り
、
行
政

。
福
祉
機
関
と
の
距
離
が
物
理
的

・

心
理
的
に
近
い
の
が
特
徴
だ
．
平
成
１８
年
の
開

所
以
来
、
社
協
職
員
、
包
括
職
員
、
ケ
ア
マ
ネ

ー
ジ
ヤ
ー
、
ヘ
ル
バ
ー
、
保
健
師
、
生
活
保
護

担
当
職
員
、
障
が
い
福
社
担
当
職
員
、
民
生
委

員
等
の
支
援
者
と
と
も
に
、
個
々
の
案
件
に
取

り
組
ん
で
来
た
。

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
ク
の
取
組
が
、
個
別
ケ
ー
ス
を
超
え
て
、
そ

の
地
域
が
抱
え
る
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
側

度
改
革
へ
と
つ
な
が
っ
た
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
た

い
。

二
　
支
援
者
チ
ー
ム
の

一
員
と
し
て

法
テ
ラ
ス
佐
渡
に
は
、
通
常
相
談
に
加
え

て
、
行
政

，
福
祉
機
関
の
職
員
か
ら
高
齢
者
や

障
が
い
者
の
相
談
が
日
常
的
に
寄
せ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
「認
知
症
の
お
ば
あ
さ
ん
が
１
０
０

万
円
の
布
団
を
買
わ
さ
れ
、
督
促
状
が
来
て
い

る
よ
う
で
す
…
…
」、
コ

家
全
員
が
障
が
い
を

お
持
ち
で
、
な
か
な
か
支
援
に
つ
な
が
ら
な
い

の
で
す
が
…
‥
」
と
い
っ
た
相
談
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
出
張
相
談
の
ほ
か
、
必
要
に

応
し
て
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
し
、
支
援
者
が
情

報
共
有
を
行
っ
た
上
で
方
針
を
固
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
に
従
っ
て
本
人
や
家
族
を
支
援
し
て

い
ど
、

高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、
弁
護
士
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
困
難
な
方
が
適
切
に
法
的
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
た
め
に
は
、
行
政
、
福
祉
団
体
職
員

の
協
力
を
得
て
、
要
支
援
者
を
見
つ
け
出
し
、

弁
護
士
や
そ
の
他
の
支
援
者
に
繋
ぐ
と
い
っ

た
、
い
わ
ゆ
る

「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
の
運
醤
手

藩

西
フ
ス
盤

薔

騒
研

善

墨

水

島

俊

彦
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こ
の
よ
う
に
、
特
に
過
疎
地
に
お
い
て
、
高

齢
化
等
に
よ
り
後
見
人
需
要
が
増
大
す
る

一

方
、
後
見
人
の
な
り
手
が
極
め
て
不
足
し
て
い

る
状
態
を
覆

見
過
疎
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
結
果
を
、
佐
渡
市
地
域
自
立
支
援
協
議

会
の
席
上
で
伝
え
た
こ
と
に
よ
り
、
同
協
議
会

内
に
成
年
後
見
制
度
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
が

設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、平
成
２４
年
１
月
に
は
、

同
協
議
会
が
佐
渡
市
に
対
し
、
成
年
後
見
制
度

拡
充
の
た
め
、
二
つ
の
施
策
を
早
急
に
実
施
す

べ
き
と
の
報
告
書
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
。

四
　
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
の
設
立

一
つ
目
の
施
策
は
、
「成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

（以
下

「セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
の
設
立
」
で

あ
る
。
法
人

（団
体
）
が
後
見
人
等
の
受
け
皿

と
な
る
こ
と
、
及
び
養
成
研
修
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
後
見
人
の
な
り
手
や
支
援
者
を
少
し
で

も
増
や
す
こ
と
が
狙
い
だ
。

水
面
下
で
交
渉
を
続
け
た
結
果
、
報
告
書
の

提
出
と
同
時
期
に
、
佐
渡
市
社
会
福
社
協
議
会

が
セ
ン
タ
ー
の
実
施
主
体
に
名
乗
り
を
上
げ

た
。
そ
の
後
、
社
協
が
設
立
準
備
検
討
会
を
設

置
し
て
セ
ン
タ
ー
要
綱
等
を
作
成
し
、
家
庭
裁

判
所
の
後
見
人
候
補
者
名
簿
へ
の
登
録
を
完
了

す
る
ま
で
、
実
に
２
か
月
半
と
い
う
短
期
間
で

事
が
進
ん
だ
。

そ
し
て
、
平
成
Ｚ
年
４
月
１
日
、
佐
渡
市
か

ら
の
委
託
を
受
け
て
、
佐
渡
市
社
会
福
社
協
議

会
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
が
業
務
を
開
始
し
た
。

平
成
２５
年
２
月
現
在
、
セ
ン
タ
ー
は
５
件
を
受

任
し
、
申
立
準
備
中
の
案
件
を
６
作
抱
え
て
い

る
。
継
続
審
議
中
の
条
件
も
併
せ
る
と
、
平
成

Ｚ
年
度
中
に
は
受
任
件
数
が
１０
件
程
度
と
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
同
セ
ン
タ

ー
の
運
営
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
受
任
案
件

の
審
査
を
行
つ
て
い
る
が
、
高
齢
者
だ
け
で
は

な
く
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
の
案

件
も
比
較
的
多
い
。
セ
ン
タ
ー
ヘ
の
相
談
数
も

平
成
ａ
年
１２
現
時
点
で
１
８
７
件
に
達
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
の
存
在
が
新
た
な
需

要
を
掘
り
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

五
　
佐
渡
市
成
年
後
見
制
度
利
用
支

援
事
業
の
拡
充

二
つ
目
の
施
策
は
、
「佐
渡
市
成
年
後
見
制

度
利
用
支
援
事
業
の
拡
充
」
で
あ
る
。
先
の
ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
要
支
援
者
数
延
ぺ
１
２

５
５
人
の
う
ち
実
に
４
人
に
１
人
が
月
収
６
万

円
以
下
の
低
所
得
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
．
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
二
者
優
見
人
の
報
酬

を
気
に
し
て
申
立
て
を
控
え
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ず
、　
一
方
で
、
受
け
手
の
専
門
職
に
と
つ

て
も
、
無
償
で
は
労
力
に
見
合
わ
な
い
と
し
て

受
任
が
敬
遺
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
状
況
で

あ
っ
た
。

報
告
書
の
提
出
を
受
け
て
、
佐
渡
市
は
、
平

成
Ｚ
年
４
月
１
日
付
で
第
二
者
後
見
人
の
報
酬

に
つ
い
て
同
事
業
要
綱
を
改
正
し
、
助
成
対
象

を
拡
充
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
申
立
人
要
件

の
撤
廃
と
②
収
入

。
資
産
要
件
の
緩
和
で
あ

る
。
①
前
者
に
つ
い
て
は
、
市
長
に
よ
る
申
立

て
に
限
定
さ
れ
て
い
た
従
来
の
要
綱
を
改
め
、

申
立
人
の
属
性
を
問
わ
ず
助
成
対
象
に
含
め
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
②
後
者
に
つ
い
て

は
、
生
活
保
護
世
帯
等
に
限
定
さ
れ
て
い
た
従

来
の
要
綱
を
改
め
、
非
課
税
世
帯
か
つ
流
動
資

産
が
３
５
０
万
円
以
下

（世
帯
員
１
人
増
え
る

ご
と
に
１
０
０
万
円
加
算
）
の
場
合
に
は
、
全

て
助
成
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

２一
．な

お
、
助
成
対
象
者
に
は
、
月
額
上
限
１
万

８
０
０
０
円

（施
設
）
な
い
し
２
万
８
０
０
０

円

（在
宅
）
が
助
成
さ
れ
る
。

要
網
改
正
後
、
平
成
２
年
１０
月
に
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
島
内
の
第
二
者
後
見
人
の

受
任
案
件
４８
件
の
う
ち
２５
件
が
、
改
正
後
の
利

用
支
援
事
案
の
助
成
対
象
と
な
る
こ
と
が
判
明

し
た
．
言
い
換
え
れ
ば
、
要
綱
改
正
前
は
、
半

数
以
上
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
無
報
酬
又
は
そ
れ

に
近
い
状
態
で
専
門
職
ら
が
後
見
業
務
を
行
っ
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て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
行
政
に

よ
る
財
政
支
援
は
、
今
後
の
後
見
人
の
な
り
手

拡
大
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

２一
．

一ハ　
成
年
後
見
連
続
講
座
の
開
講

セ
ン
タ
ー
開
設
を
記
念
し
、
平
成
Ｚ
年
８
月

１
日
に
は
成
年
後
見
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ

た
。
来
場
者
は
予
想
を
超
え
た
約
１
４
０
名

で
、
立
ち
見
が
出
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
だ

っ

た
。シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
佐
波
に
お
け
る
後
見

人
不
足
の
問
題
と
こ
れ
ま
で
の
取
組
に
加
え
、

市
民
向
け
に

「明
日
の
後
見
人

・
支
援
者
の
た

め
の

″成
年
後
見
連
続
講
座
Ｌ

の
開
講
を
発

表
し
た
。
こ
の
講
座
は
、
関
係
機
関
が
例
年
実

施
し
て
き
た
福
社
関
係
講
座
の
中
か
ら
、
後
見

業
務
に
関
連
す
る
講
座
を
持
ち
寄
り
、
連
続
講

座
と
し
て
市
民
に
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

．る
。
セ
ン
タ
ー
が
開
始
し
て
間
も
な
い
時
期
で

あ
り
「
予
算
も
人
員
も
ま
だ
ま
だ
少
な
い
現
状

に
お
い
て
は
、
関
係
機
関
に
協
力
を
仰
ぐ
ほ
か

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
セ
ン
タ
ー
開
始
当
初
か

ら

′
関
係
機
関
連
携
会
議
を
立
ち
上
げ
、
メ
ン
パ

ー
で
あ
る
新
潟
県

（佐
渡
地
域
振
興
局
）
、
佐

渡
市

（高
齢
福
社
課
、
社
会
福
祉
課
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
）
、
社
協
、
法
テ
ラ
ス
、
島
内
の

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
に
協
力
を
要
請
し
、
実
現
に
至
っ
た
も
の

で
あ
る
。

講
座
は
、
平
成
”
年
８
月
２９
日
か
ら
平
成
２５

年
２
月
１３
日
ま
で
全
８
講
座

（専
門
職
限
定
講

座
も
加
え
る
と
全
１１
講
座
）
開
講
さ
れ
た
。
各

国
で
実
施
し
た
共
通
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
評
価
も

概
ね
好
評
で
、
特
に
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
う

ち
１
０
３
名

（全
体
の
約
３
分
の
１
）
が

「条

ヽ

件
が
整
え
ば
、
自
分
も
成
年
後
見
人
に
な
っ
て

み
た
い
」
と
の
回
答
を
し
て
い
た
の
が
印
象
的

で
あ
っ
た

，
↓
。

七
　
市
民
後
見
人
の
養
成
ヘ

第
二
者
後
見
人
の
な
り
手
に
つ
い
て
は
、
平

成
Ｚ
年
か
ら
セ
ン
タ
ー
設
立
に
よ
る
受
任
枠
の

増
加
、
後
見
連
続
講
座
等
の
普
及
啓
発
に
よ
る

専
円
載
ら
の
関
心
の
高
ま
り
等
も
相
ま
っ
て
、

受
任
可
能
件
数
は
２９
人

（平
成
”
年
６
月
）
か

ら
５６
人

（平
成
２
年
１０
月
）
に
増
加
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
年
間
１５
件
以
上
の
新
件
申
立
て

が
見
込
ま
れ
る
現
状
に
お
い
て
は
、
専
門
職
、

セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
市
民
後
見
入

窪
こ

の
３

本
柱
で
、
今
後
、

い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
成
年
後
見
制
度
が
市
の
財
政
等
に

与
え
る
好
影
響

（例
え
ば
、
税
金
滞
納
状
態
の

解
消
な
ど
）
、
連
続
講
座
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
や

厚
生
労
働
省
が
行
う
市
民
後
見
推
進
事
業
の
利

用
可
能
性
な
ど
、
様
々
な
説
得
材
料
を
用
意

し
、
市
の
担
当
課
長
、
総
合
政
策
監
、
醐
市
長
、

市
長
を
説
得
し
た
結
果
、
平
成
２５
年
度
か
ら
市

民
後
見
人
の
養
成
を
始
め
て
い
く
こ
と
が
決
定

し
た
。

も

っ
と
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
市
民
後
見
人

が
家
庭
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
た
め
の

ハ
ー
ド
ル
は
高
く
、
単
に
養
威
講
座
を
行
う
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
大
阪
や
東
京
な
ど
の

先
進
地
を
視
察
し
た
際
、
何
よ
り
も
市
民
後
見

人
に
対
す
る
専
門
職
や
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
手
厚

法籠のひろば20433028290法●00ろば2013,3
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い
パ
ッ
ク
ア
ツ
プ
体
制

。
不
正
防
止
措
置
が
確

立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
感
じ

た
。
そ
の
た
め
、
平
成
２５
年
２
月
現
在
、
セ
ン

タ
ー
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
佐
渡
の
地
域

性

。
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
最
大
限
活
用
し
た

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
構
築
に
向
け
て
議
輸
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
・

八
　
後
見
制
度
の
拡
充
に
取
り
組
む

た
め
の
三
つ
の
ス
テ
ツ
プ

比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
よ
う
に
み
え
る

佐
渡
の
動
き
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
様
々
な

苦
労
が
あ
り
、
挫
折
し
か
け
る
こ
と
も
あ

つ

た
。
こ
こ
で
は
、
制
度
改
革
を
押
ｔ
進
め
る
た

め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
三
つ
の
ス
テ
ツ
プ
を

ま
と
め
た
。

０
　
ス
テ
ッ
プ
ー
　
支
援
者
と
共
に
仕
事
を

し
、
お
互
い
を
理
解
す
る

今
回
の
動
き
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
法
テ

ラ
ス
佐
渡
が
任
意
で
立
ち
上
げ
た
後
見
制
度
拡

充
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム

（Ｐ
Ｔ
）
に
、
普
段

か
ら
交
流
が
あ
り
、
熱
心
に
仕
事
に
取
り
組
ん

で
い
る
行
政
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
が
参
加
し

た
こ
と
だ
つ
た
。
こ
れ
は

「非
公
式
」
の
場
面

設
定
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｔ
内
で
は
所
属

す
る
機
関
の
立
場
を
超
え
て
、
自
由
な
意
見
を

を
行
う
の
が
肝
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
詳
細

な
デ
ー
タ
は
、
後
に
報
告
で
き
る
よ
う
準
備
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

０
　
ス
テ
ッ
プ
３
　
影
署
力
の
大
き
い
団
体

・

人
物
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
る

最
後
に
、
数
値
化
の
上
、
必
要
性
を
ァ
ピ
ー

ル
で
き
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
行
政
や
実
施

団
体
が
動
か
な
け
れ
ば
制
度
改
革
に
は
つ
な
が

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
地
域
に
お
い
て

影
響
力
が
大
き
い
団
体
等
の
名
に
お
い
て
、
行

政
等
に
働
き

。かけ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

佐
波
の
場
合
、
島
内
の
様
々
な
福
祉
関
係
機

交
わ
す
こ
と
が
で
き
た
ｏ
こ
の
よ
う
に
各
機
関

の
内
情
を
知
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ど
の
よ
う
な

資
料
を
根
拠
と
し
て
、
と
こ
に
話
を
持
っ
て
い

き
、
ど
の
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
最
も

効
果
的
か
．
す
な
わ
ち

「制
度
改
革
の
た
め
の

最
短
ル
ー
ト
」
を
見

つ
け
出
す
こ
と
が
で
き

た
。こ

の
よ
う
な
Ｐ
Ｔ
へ
の
参
加
を
関
係
機
関
に

動
機
づ
け
る
た
め
に
は
、
普
段
か
ら
、
お
互
い

の
仕
事
や
人
と
な
り
に
つ
い
て
理
解
し
、　
一
定

の
信
頼
関
係
を
築
い
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
お
互
い
の
理
解
が

一
番
促
進
さ
れ
る
き
つ

か
け
は
、
単
発
的
な
普
及
啓
発
行
事
で
は
な

く
、
「共
に
仕
事
を
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ

の
過
程
で
、
表
面
的
に
接
し
て
い
る
だ
け
で
は

分
か
ら
な
い
個
人
の
情
熱
や
仕
事
ぶ
り
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
共
に
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
を
進
め
ら

れ
る
仲
間
を
発
見
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
特
に
立
上
げ
段
階
に
お
い
て

は
、
「行
政

。
福
祉
関
係
機
関
」
の

「熱
心
な

人
」
を
ど
れ
だ
け
集
め
ら
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。

０
　
ス
テ
ッ
プ
２
　
数
値
化
し
、
的
を
絞
っ
て

ブ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
を
行
う

特
に
福
社
分
野
に
お
い
て
は
、
需
要
や
効
果

を
明
確
に
測
定
す
る
ツ
ー
ル
が
乏
し
く
、
「数

値
化
」
が
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
関

関
と
佐
渡
市
職
員
で
構
成
す
る
佐
渡
市
地
域
自

立
支
援
協
議
会
が
福
祉
行
政
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｐ
Ｔ
メ
ン
パ
ー
で

あ
る
行
政
職
員
の
働
き
か
け
に
よ
り
同
協
議
会

で
の
発
言
の
機
会

（５
分
）
を
得
て
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
協

議
会
内
に
成
年
後
見
制
度
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー

ム
が
設
置
さ
れ
、
最
終
的
に
は
同
協
議
会
の
名

に
お
い
て
、
佐
渡
市
に
対
し
、
後
見
制
度
拡
充

の
た
め
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
運
び
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
同
報
告
書
は
新
聞
や
テ
レ
ビ
等

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
市
議
会
等
で
も
議
論
さ

れ
た
結
果
、
佐
波
市
は
、
早
急
に
セ
ン
タ
ー
の

設
立
と
利
用
支
援
事
業
の
要
綱
改
正
に
取
り
組

む
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
実
施
主
体
で
強
い
影
響
力
を
持
つ

人
物
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
た
。
佐
波
市
社

会
福
社
協
議
会
に
お
い
て
は
、
同
会
会
長
の
発

言
力
が
大
き
い
た
め
、
様
々
な
機
会
を
み
つ
け

て
は
会
長
及
び
役
員
へ
の
説
得
を
重
ね
た
。
そ

の
際
に
も
、
単
に
必
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
だ

け
で
な
ｔ

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
基
づ
き
予
測

さ
れ
る
後
見
人
の
需
要
数
、
必
要
と
な
る
人
員

や
予
算
の
数
値
化
、
翌
年
度
の
事
棄
評
前

“
行

政
に
よ
る
協
力
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
も
協
議

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
会
長
の

決
断
に
よ
り
、
社
協
が
セ
ン
タ
ー
の
実
施
主
体

と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

に

斃

唇

こ

ｒ

ｆ

・
ヽ

ヤ

■

〓

Ｆ

Ｉ

Ｉ

準

ｌ

Ｌ
じ

Ｉ

２

り

洋

ア

タ

ー

ー

Ｆ

Ｉ

卜

Ｆ

，
ド

Ｉ

Ｆ

Ｉ

」

―

ヽ

係
者
か
ら
す
る
と
、
新
規
事
業
に
つ
い
て
一
定

の
予
算
を
計
上
す
る
た
め
に
は
、
根
拠
と
な
る

数
値
が
必
須
で
あ
り
、
単
に
必
要
性
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い

（「他

に
も
必
要
な
事
業
が
あ
り
ま
し
て
‥
‥
」
、
「予

算
が
足
り
ま
せ
ん
」
な
ど
と
言
わ
れ
が
ち
で
あ

る
０
。
そ
こ
で
、
Ｐ
Ｔ
内
で
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
佐
渡
に
お
い
て
後
見
人
不
足
が
深
刻
で
あ

る
と
い
う
状
況
を
あ
え
て
数
値
化
す
る
た
め

に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
行
政
や
セ
ン
タ
ー

実
施
主
体

へ
の
説
得
、
報
道
機
関
へ
の
ア
ピ
ー

ル
な
ど
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。

ま
た
、
数
値
化
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
提
示

す
る
だ
け
で
は
、
短
時
間
で
、
何
が
重
要
な
の

か
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
特

に
、
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
市
の
課
長
、
市
長

等
は
様
々
な
政
策
を
取
り
扱
っ
て
い
る
た
め
多

忙
で
あ
り
、　
一
つ
の
施
策
に
つ
き
１
分
、
長
く

で
も
５
分
程
度
の
説
明
で
勝
負
が
決
ま
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
作
成
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
報
告
書
は
全
体
で
“
ベ
ー
ジ
あ
つ
た
が
、
我

慢
し
て
、
あ
え
て
三
つ
の
数
字
に
絞
っ
た
。
「要

支
援
者
数
１
２
５
５
人

。
第
三
者
後
見
人
必
要

数
５０
人

。
受
任
可
能
枠
２９
人
」
の
３
点
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
短
時
間
で
、
問
題
意
識
と

危
機
意
識
を
喚
起
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン

以
上
の
と
お
り
、
熱
心
な
メ
ン
パ
ー
と
共

に
、
考
え
ら
れ
る
最
も
効
果
的
な
手
段
を
も
つ

て
後
見
制
度
拡
充
へ
の
取
組
を
行
っ
た
結
果
Ｂ

比
較
的
短
期
間
で
様
々
な
施
策
が
実
現
す
る
運

び
と
な
っ
た
。
地
域
ご
と
に
実
情
が
異
な
る
と

は
思
わ
れ
る
が
、
制
度
改
革
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
は
あ
る
程
度
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

九
　
ま
と
め
―
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
ク
の
可
能
性
と
今
後
の
展
開

い
わ
ゆ
る
「司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
雀

↓
」
と
は
、
司
法
的
支
援
も
含
め
た
総
合
的

な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、本
人
、家
族
、

友
人

・
知
人
、
各
種
施
設
。
制
度
等
、
そ
の
他

周
囲
の
環
境
な
ど
に
働
き
掛
け
て
調
整
し
、
そ

の
本
人
が
よ
り
生
き
や
す
い
状
況
を
作
り
出
す

こ
と
を
い
■
）

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
、
個
別
ケ
ー
ス

の
解
決
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
地
域
が
抱
え
る
間

題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

。
制
度
改
革
に
も
つ
な
が

っ
て
い
く

（い
わ
ゆ
る

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ワ
ー

ク
し
。
特
に
、
本
事
例
は
、
人
材
も
予
算
も
乏

し
い
過
疎
地
に
お
い
て
、
関
係
機
関
の
熱
意
と

工
夫
に
よ
つ
て
都
市
部
以
上
の
制
度
改
革
に
繋

げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
り
、
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
タ
の
相
乗
効
果
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
い
え

■1:

後見制度拡充 PTの様子。中央が筆者。
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よ

う

住

こ

。

今
回
の
取
組
で
最
も
印
象
的
だ
つ
た
の
は
、

行
政
職
員
の
変
化
で
あ
っ
た
。
′最
初
は
関
心
が

諄
い
職
員
で
あ
っ
て
も
、
Ｐ
Ｔ
メ
ン
パ
ー
と
毎

回
協
議
し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
熱
が
伝
わ
っ
た

の
か
、
今
で
は
、
率
先
し
て
様
々
な
ア
イ
デ
イ

ア
を
提
起
し
、
幹
部
と
の
交
渉
も
行
っ
て
く
れ

て
い
る
。
先
日
、
あ
る
行
政
職
員
か
ら
「以
前
、

先
輩
か
ら
言
わ
れ
た

覇
断

に
迷
っ
た
ら
、
市

民
の
た
め
に
な
る
方
を
選
び
な
さ
い
」
と
い
う

言
葉
の
真
意
が
よ
う
や
く
理
解
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も

一
緒
に
頑
張

っ
て
い
き
ま
し
よ

う
―
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
、
思
わ
ず
目
頭

が
熱
く
な
っ
た
。

後
見
過
疎
問
題
は
、
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
顕

在
化
し
、
問
題
を
抱
え
る
自
治
体
が
激
増
す
る

と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
佐
渡
で
の
事
例

が
、
全
国
の
自
治
体
で
の
成
年
後
見
拡
充
の
後

押
し
に
な
れ
ば
と
願
つ
て
い
る
。

今
後
、
弁
護
士
会
、
法
テ
ラ
ス
の
協
力
も
得

た
上
で
、
後
見
通
疎
地
に
お
い
て
実
践
可
能
な

後
見
制
度
拡
充
モ
デ
ル

（
い
わ
ゆ
る

「佐
渡
モ

デ
ル
し

を
佐
渡
か
ら
新
潟
県
全
体
、
そ
し
て

全
国
へ
と
普
及
さ
せ
、
現
場
で
困
難
を
抱
え
る

自
治
体
、
関
係
機
関
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

Ｅ（１
）
ア
ン
ケ
ー
ト
ロ
壺
紺
界
に
つ
い
て
■
、
佐
置
市
社
会
福
社

協
崚
会
崚
年
後
見
セ
ン
タ
Ｉ
Ｈ
Ｐ
に
掲
鴨
．

（２
）
福
断
龍
力
が
不
十
分
で
生
活
に
支
障
が
生
し
て
い
る
方
と

定
理
ヴ
け
て
い
る
．

（３
ヽ
今
後
。最
大
何
件
ま
で
咸
年
後
見
人
事
を
受
任
で
き
る
か
」

と
の
質
問
に
対
す
る
事
日
職
ら
の
国
各
雄
数
で
あ
る

（た
だ

し
、
所
属
田
作
の
”
合
に
よ
る
受
任
椰
臓
を
考
職
し
て
い
な

い
た
め
、
実
数
は
更
に
少
な
く
な
る
．）．

（‘
）
慮
年
後
見
え
へ
の
職
能
を
希
望
す
る
１
０
３
名
の
年
勝
層

と
し
て
は
Ю
～
“
代
が
多
く
、
■
組
と
し
て
は
，
ケ
ア
マ
ホ

ー
ジ
ャ
ー
、
民
生
曇
口
「
行
政
職
口
辱
が
多
か
つ
た
ｏ
な
お
、

咸
年
後
見
人
織
任
の

「条
件
」
と
し
て
は
、
主
に
，
０
知
繊

を
身
に
つ
け
る
機
会
が
あ
る
こ
と
，
０
予
ポ
ー
ト
体
制
が
整

っ
た
．

５^
）
市
民
後
見
人
の
定
薇
は
未
だ
■
立
し
て
い
な
い
が
，
日
本

成
年
後
見
法
学
会
に
よ
る
と

「
弁
贖
士
や
■
法
書
士
な
ど
の

資
格
は
も
た
な
い
も
の
の
社
会
責
祓

へ
の
壼
欲
や
告
瑾
颯
が

高
い
一
籠
市
民
の
中
か
ら
、
蔵
年
後
見
に
口
す
る

一
定
の
知

餞

・
腱
Ｌ
を
身
に
付
け
た
良
質
の
第
二
者
後
見
人
等
の
検
檜

奢
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
”
年
の
１
年
同
に
選
任

弁
菫
士
と
口
儡
機
関
と
の
■
携

「
法
ツ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

の
■
麓
笙

総
合
法
体
実
罹
鍮
量
１
骨

（２
０
１
２
年
）
１

０

３

１

１

４

５

電

（７
）
な
お
、
義
日
の
構
合
上
、
佐
渡
市
の
人
口
推
移
、
家
餞
に

、
及
び

法
テ

，
ス
佐
渡
法
律
■
書
所
の
現
状
等
に
つ
い
て
は
“
籠
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
担
椰

「司
綺
ツ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

タ
の
可
能
性
ｌ
撃
年
後
見
セ
ン
タ
ー
の
設
立
と
戌
年
後
見
倒

慶
社
■
へ
の
遺
の
り
」
法
■
省
大
臣
官
”
「
法
法
制
“
中
颯

１
３
１
号

（２
０
１
２
む

”
～
”
耳
を

，
熙
さ
れ
た
い
。

（み
ず
し
ま
。
と
し
ひ
こ
）

連
携
」
の
項
目
が
総
合
対
策
に
盛
り
込
ま
れ
た

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
総
合
対

策
の
策
定
縁
緯
に
鑑
み
で
も
、
再
犯
防
止
施
策

に
対
す
る
弁
護
士
及
び
日
本
弁
饉
士
連
合
会
等

の
積
極
的
な
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

現
に
、
近
年
、
法
務
省
保
護
局
が
所
管
し
て

い
る
更
生
保
護
分
野
に
お
い
て
も
、
再
犯
防
止

の
観
点
か
ら
、
弁
護
士
、
弁
護
士
会
、
法
テ
ラ

ス
と
連
携
し
た
い
く
つ
か
の
取
組
が
実
施
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
法

テ
ラ
ス
と
の
関
係
に
絞
っ
て
、
検
討
中
の
取
組

も
含
め
た
最
新
の
状
況
を
御
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
本

職
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
。

二
　
再
犯
防
止
の
観
点
か
ら
の
法
テ

ラ
ス
と
の
連
携
の
取
組

１
　
法
テ
ラ
ス
と
の
連
携
の
意
義

出
所
者
等
の
再
犯
防
止
の
た
め
に

な
り
得
る
環
境
的
要
素
を

除
去
す
る
こ

あ
り
、
総
合
対
策
に

お
い
て
は
、
こ

「社
会
に
お
け
る

『居
場
所
」
と

『出
重

」
と
の
項
目

で
、
住
居
と
就
労
の
確
保
を
重
点
施
策
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
で
、
再
犯
の
要
因
と
な
り
得
る
環
境
的

特集 法テラス・新しい領域への桃載
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再
犯
防
止
の
観
点
か
ら
の

¨
　
は
じ
め
に

平
成
２
年
７
月
に
、
政
府
の

会
議
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た

け
た
総
合
対
策
」
（以
下

「
総
合
対
策
」
と
い

う
。
）
は
、
数
値
目
標
の
導
入
や
刑
務
所
出
所

者
等
の
対
象
者
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
の
設
定

等
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
有
す
る
。
そ
れ
ら
の

中
で
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
な
が
ら
も
重

要
な
施
策
の

一
つ
と
し
て
、
「弁
肢
士
及
び
日

本
弁
護
士
連
合
会
等
と
の
連
携
」
と
い
う
項
目

が
あ
る
。

こ
の
項
目
は
、
総
合
対
策
の

「第
３
　
再
犯

防
止
の
た
め
の
重
点
施
策
」
の

「
４
　
広
く
国

民
に
理
解
さ
れ
、
支
え
ら
れ
た
社
会
復
帰
を
実

現
す
る
」
の
柱
の
う
ち

「０
弁
護
士
及
び
日
本

弁
護
士
連
合
会
等
と
の
連
携
」
と
位
置
付
け
ら

れ
て
お
り
、
「刑
務
所
出
所
者
等
が
円
滑
な
社

会
復
帰
を
果
た
し
、
自
立
更
生
し
て
い
く
た
め

に
は
、
弁
護
士
等
に
よ
る
法
的
支
援
が
必
要
か

つ
有
用
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
充
実

。
強
化

す
る
な
ど
の
観
点
か
ら
、
弁
護
士
、
弁
護
士
会

ス
と
の
連
携

さ
れ
た
市
民
伐
見
人
は
、

‘
３
名
中
９２
名
ど
未
だ
少
数
に
と
ど
ま
る

（最
高
裁
覇
所

「成

年
後
員
閲
保
事
件
の
薇
滉
し
。

（６
）
「
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
‥
夕
の
置
義
，
取
赳
平
＝
等
に
つ
い

て
は
、
大
田
晃
弘

・
長
谷
川
住
予
子

・
古
田
す
す
か

「
常
鋤

及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
並
び
に
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー

（法
テ
ラ
ス
）
等
と
の
連
機
方
策

に
つ
い
て
検
討
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

刑
務
所
出
所
者
等
が
、
地
域
社
会
の
中
で
孤

こ
と
な
く
社
会
の
替
良
な
構
成
長
と
し

る
た
め
に
は
、
地
域
社
会
を
構

成
す
る

団
体
、

の
国
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
の
民
間

更
生

保
護
関
係
者
等
の

支
援
と
協
力
が
不
可

欠
で
あ
り
、

の
法
曹
た
る
弁

護
士
が
果
た
し
得
る
役
割
は

い

こ
も
か

と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
う
で

か
わ
ら
ず
、
政
府
の
再
犯
防
止
関
係
の

に
、
弁
護
士
等
と
の
連
携
が
盛
り
込
ま
れ
る
の

は
比
較
的
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
．

今
回
の
総
合
対
策
に
お
い
て
は
、
原
案
を
バ

プ
リ
ッ
タ
コ
メ
ン
ト
に
か
け
て
幅
広
く
国
民
の

意
見
を
聴
く
中
で
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
か

ら
、
再
犯
防
止
施
策
の
立
案

。
実
施
へ
の
日
本

弁
護
士
連
合
会
及
び
弁
護
士
の
参
画
に
関
す
る

意
見
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
を
も
踏
ま
え
て
、
前

記

「弁
護
士
及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
等
と
の

330400ろげ釧
“
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生涯学習政策局社会教育課
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“

年 目立社会保障 。人口周層研究所 r生 活と支え合いに関するコ査J

青壮年目の目少や後自富齢者の増加により、地域社会の

構持■雷で薔菫である自泊金、町会薔が■化し、伝綺文
化僣事、無、防犯・消防。自主防災活働、介饉見守りなど

椰市化、横家族化など機々な要日により地燿が希薄化。
これにより、例えば、虚口な富齢書や老者介饉世帯など
支援が必要な書への見守り繊鮨が低下し、高齢書の社

威懇社会においては、富齢書の生活の■■化(00L)
志向が高まつており、定年退職後の腱凛余命の有効活
用が燿■。
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①高齢者の社会参加活動の促進
・「長寿社会における生涯学習政策フォーラム」の開催
・「学校地域支援本部」や「放課後子供教室」等の実施により、高齢者を含む

幅広い世代の地域住民の参画による地域全体で子供を育む環境づくりを支援

②学校における多様な学習機会の確保
・′1 ・ヽ中・高等学校における高齢者との交流活動等を含む体験活動の充実
・大学における社会人受入れや公開講座等の実施、放送大学における大学

教育の機会の提供

③社会における多様な学習機会の提供
・公民館等を中心としたネットワーク形成の取組支援
・芸術鑑賞の機会の充実、高齢者の体力つくり支援などの多様なスポーツ活動

の振興

①学習内容及び方法の工夫・充実
・学習者の参画による多様な学習機会の

提供

②世代別の特性への配慮
・各世代や性別に応じたきめ細かな生涯

学習

③学習が困難な者への支援
・アウトリーチ型による届ける生涯学習

④関係機関相互の連携の促進
・大学等との連携の促進
・教育委員会と首長部局との連携の促進
・地縁組織とNPO等との連携の促進

⑤学習成果の活用の促進
・地域活動や就労など活躍する

場の提供

⑥ コーディネー ト機 能の整備
・専門人材が連携協働できる仕

組みの構築

⑦世代間交流の促進
・知識・経験の伝承、高齢者の居
場所づくり

:①高度化・多様化する学習ニーズに対応するため、学習者 :
の参画による協働型学習プログラムの開発及び提供

②学習活動や地域活動に係る情報の収集・データベース化、
ワンストップサービスの整備

③関係機関の連携の下、コーディネーター人材の養成・研修
の充実

④人材バンクや学習ポランティア登録制度の充実、学校支
援や子育て支援など高齢者の活躍の場の充実

①社会教育施設 → 地域における学習拠点・活動拠点
②学校 → 地域住民の学習活動の支援、活躍場所の提供

③大学 → 専門性の高い学習機会の提供、リーダー養成

④ 民間組織 → 活動機会の提供、意欲と活動のマッチング

⑤雇用主 → ヮーク・ライフ・パランスの推進

⑥市町村 → 関係機関の連携促進、多様な機会の提供
⑦都道府県 → 市町村の先導的な施策の支援、条件整備

③国 → 基本的な方針等の策定、地域間格差の是正 等

轟        `i::]:lili]:::::::::::::]1:)
行 政

活儡設Zく
ミ玉、ョご口

「活動への参画自体も学び



[平成26年度予算概算要求の概要 ]
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食料品アクセス環境改善対策総合事業

【54(― )百万円】

対策のポイン ト

食料品アクセス問題の改善に向け、地域の関係者が一体 となつて継続的

な取組が行える仕組み作 りを支援するとともに、民間事業者と市町村等との

マッチング等を行うためのコミュニティサイ トを構築します。

食品の共同仕入等の仕組みを活用 して、非食料品店に食料品を手頃な価

格で購入できる売場を創出する取組を支援 します。

<背景/課題>
・近年、飲食料品店の減少、大型商業施設の郊外化等が進行した結果、過疎地域のみな

らず都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる消

費者が増加してお り、食料品アクセス問題として社会的課題となっています。
・このため、地域の関係者が一体となってこの問題の改善に向けた取組を行えるよう活

動環境を整備するとともに、食料品の購入が困難な地域におけるサプライチェーンを

再生する必要があります。

政策目標

食料品の買い物が困難・不便な住民への対策を実施している
市町村の割合を引き上げる

(56.8%(平成23年度)→ 73.0%(平成28年度))

<主な内容>
1.食料品アクセス改善推進事業 [新規 ]

地域の関係者が市町村等 と連携 して食料品アクセス問題の改善に向けた協

議会を設置・運営する取組を支援するとともに、民間事業者 と市町村等 とのマ

ッチングや先進事例等の情報発信等を行 うためのコミュニティサイ トを構築 し

ます。

(1)食料品アクセス問題の改善に向けた企画検討への支援

10(― )百万円

地域の食品事業者やNPO法 人等の関係者が市町村等 と連携 して、地域の

実態に応 じた解決策を企画 口検討するための協議会を設置 口運営する取組を

支援します。
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[平 成26年 度予算概算要求の概要 ]

(2)食料品アクセス問題対策情報交流ネッ トワークの構築

10(― )百万円

食料品アクセス問題の改善に向けた取組を促進するため、民間事業者と市

町村等との情報交換 ロマッチングや先進事例等の情報発信等を行うためのコ

ミュニティサイ トを構築します。

委託先

2.食料品アクセス需要創出事業 [新規] 34(― )百万円

食料品の購入が困難な地域において、食品の共同仕入等の仕組みを活用して、

非食料品店等に食料品を手頃な価格で購入できる売り場を創出する取組を支援し

ます。

(03-3502-5741
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食料品アクセス環境改善対策総合事業 【26年度概算要求額:5.4百万円(― )】

○ 食料品アクセス問題の改善に向け、地域の関係者が一体となつて継続的な取組が行える仕組み作りを支援
するとともに、民間事業者と市町村等とのマッチング等を行うためのコミュニティサイトを構築します。
O食 品の共同仕入等の仕組みを活用して、非食料品店に食料品を手頃な価格で購入できる売場を創出する
取組を支援します。

■食料品アクセス改善推進事業

農林水産省 (補助事業)

農林水産省 (委託事業)

事業実施主体

食品事業者、農協、商工会、
NPO法人等が、市町村等と
連携して企画検討会を開催

情報交流ネットワーク

・地方自治体等と民間事業者等とのマッチングや情報交換
・先進事例等の情報発信
等を実施できる情報交流ネットワークを構築

■食料品アクセス需要創出事業



[平 成26年度予算概算要求の概要 ]

第1回認知症高齢者等にやさしい地

域づ〈りに係る関係省庁連絡会議
資料 11

平成25年9月 26日

○ 介護食品普及推進事業

【50(0)百万円】

対策のポイン ト

介護食品の認知度の向上に向けたシンポジウムの開催や、関係者が連携し
て利用者のニーズに即した介護食品を提供するための取組を行う実証事業に
ついて支援します。

<背景/課題>
。高齢化社会の到来に伴い、食を通じて高齢者の健康づくりへの取組を進めていくこと

が必要となってお り、特に、介護食品については、潜在的なニーズヘの対応が喫緊の

課題となっています。
。このため、「これか らの介護食品をめぐる論点整理の会」を開催 し、包括的かつ体系

的に整理されてこなかった介護食品をめぐる課題について、論点がとりまとめられた

ところであり、それ らの課題の解決に向けた取組が必要です。

<主な内容>
1.介護食品の認知度向上に向けた取組 25(0)百 万円

介護食品を広く国民に普及させるため、学識経験者等によるシンポジウムを開催
し、介護食品の認知度向上に向けた取組を支援 します。

2.地域の関係者が連携 した配食サービス等の食支援の取組 25(0)百 万円

利用者の身体機能にあった配食サービス等の介護食品の提供方法を検討するた

め、食品事業者 と栄養士や医師及び地方自治体などが連携 した商品開発や配食サ

ービス等を行う実証事業に対し支援します。
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食品関連産業の市場規模の拡大

(95.3兆 円 (平成21年度)→  120兆円 (平成32年度))

〔お問い合わせ先 :食料産業局食品製造卸売課  (03-6744-2249(直 ))〕
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[平 成26年度予算概算要求の概要 ]

都市と農山漁村の共生・ 対流、都市農業の推進 〔各省連携プロジェク ト〕

「農」と福祉の連携プロジェク ト

対策のポイン ト
高齢者 口障害者のための福祉農園の全国展開を加速。

<背景/課題>
・福祉分野においては、農業 0園芸活動を通じて得 られる心身のリハビリテーション効

果や、共同作業による社会参加促進効果が改めて評価されています。また、高齢者の
健康づくりや、障害者の就労訓練・雇用の場として、農作業を取り入れたいと考える
福祉施設が増加しています。

。このようなニーズに応えるため、厚生労働省と連携 して、高齢者や障害者を対象とし
た福祉農園の整備を推進するとともに、福祉分野における「農」への取組を支援 しま
.す。      .

政策目標
平成30年 までに、福祉農園の利用者数を新たに 1万人拡大

<主な内容>
1.福祉農園等の整備 (ハー ド)

。高齢者の生きがい及び障害者の就労・雇用を目的とする福祉農園等の開設・整備
2.研修会の開催や人材派遣 (ソ フ ト)

。福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催、福祉施設への農業専門家の派遣等を
支援

都市農村共生・対流総合対策交付金 2, 300(1,950)百 万円の内数

補助率 :定額 (上限800万 円等)、 1/2等

事業実施主体 :地域協議会、NPO、 農業法人等
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 7, 000(6,233)百 万円の内数

補助率 :定額 (定額、1/2等 )

事業実施主体 :都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体等
「農」のある暮らしづくり交付金     600(550)百 万円の内数

補助率 (推進対策):定額 (上限400万 円)

(整備対策):1/2(上限なし)

実施主体 :NPO、 特例子会社、社会福祉法人等

<各省との連携>
○ 厚生労働省 :活動の拠点となる福祉施設の整備、農家等との福祉施設の連携を支援

:農村振興局都市農村交流課 (03-3501-3
農村振興局農 村 整 備 官(03-3501-0
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Or都市農村共生・対流総合対策交付金」、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」及び「『農』のある暮らしづくり交付金」を
活用し、重点対策として4つの各省連携プロジェクトを実施し、福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流等を
推進。

O農 村が有する美しい農村景観や資源の保全・復元を図り、次世代に継承する取組を推進。

農山漁村 の現状

:・ 人口の減少・高齢化、集落機能の低下

|・
農業所得の減少         |

1社会インフラの老朽化       i
1廃校等遊休資源の増加      |

L霞蹴 :11,「質1:l

所得・雇用、
活性化の必要

不 ●し。やすら1贅
新たなラ≦ヱ:Fクレ

―
邑
Ｌ
Ｄ
Ｆ
Ｆ
Ｉ

0農村の景観・伝統に着目し、棚田・棚池、疎水などの将来に残すべき農村景観・

資源の保全・復元等をソフト・ハードの両面から支援。
・農山漁村へ訪問することへの関心

・農山漁村での子ども体験学習への関心

農業園芸活動の心身へのリハビリ効果
・団塊世代等の農山漁村への定住希望

・若者の農棠への関心

・美しい農村景観から得られるやすらぎ


